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2 0 2 5 年度 

「2026 年度に向けた政策・制度要求と提言」に対する回答 
 

 

【回答受領日】 

・神奈川県    2025 年 11 月 11 日 

・横浜市     2025 年 12 月 15 日 

・川崎市     2025 年 12 月 23 日 

・相模原市    2025 年 11 月 18 日 

・神奈川労働局  2025 年 12 月  8 日 

 

【回答評価について】 

記述の内、原則として次の評価を行いました。 

① 取り組みが進められており、課題解決や前進が期待できる  

② 取り組みが進められているが、解決や進展に向け更なる努力を求める 

③ 要求に対し、取り組みがない 

④ やむなし（自治体としての権限外や要求の再検討が必要である） 

 

 

【経済・産業】 

重点１ 政労使の協議枠組みの早期構築、学び直し・人材育成に関する情報共

有の強化、労働移動に備えたセーフティネットの充実 

② 

重点２ 労務費の適切な価格転嫁に向けた啓発強化、公共調達における率先対

応、付加価値の適正分配と負担軽減策の推進 

①  

 

１．ＤＸやＧＸの進展により起こり得る、産業・経済・社会の変化に対応する取り組み 

デジタル技術導入による産業の構造転換や新たな雇用への移行が、経済の停滞や失業を伴うこ

となくスムーズに行われるための取り組み。 

 重点１ 〈補強〉 

〔神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、神奈川労働局〕 

DX や GX などの進展により起こり得る、産業・経済・社会の様々な変化について、

具体的な対応策を検討するための政労使が参画する枠組みを早急に構築すること。 

また、変化に対応した働く者の学び直しや企業主体の職業能力開発の方向性が、よ

り適切なものとなるよう、必要とされるスキルや人材についての情報を広く共有する

などの対応を強化すること。 

社会の枠組みの変化に伴う、政策的労働移動を生ずる際には必要なセーフティネッ

トとしての対策を十分講じること。 
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神奈川県（産業労働局） 

現在、県において、産業・経済・社会への様々な変化について検討するために、新たな

政労使の枠組みを構築することは検討していませんが、企業の経営者や人事担当者等を対

象に、労働団体や経営者団体と毎年度開催している政労使一体の働き方改革フォーラムな

ど、既存の様々な機会を活用していきます。 

また、産業技術短期大学校等では、企業の従業員向けの学び直しの取組として、ＩＴや

ＤＸ等に関する職業訓練（スキルアップセミナー）を実施するとともに、教育訓練や技能

検定等の職業訓練に関する情報の提供等を行っています。また、ＤＸを活用した経営改善

を支援するため、中小企業等の従業員へオンライン講座によるリスキリングの機会を拡充

し提供することで、人材育成を支援しています。引き続き、産業界の様々な変化に対応し

た職業能力開発の支援に取り組んでいきます。 

なお、県では、政策的労働移動や政策的労働移動に伴う課題の対応について、県庁内で

議論等は現在行っていませんが、必要に応じて、既に設置をしている相談窓口を活用する

など、しっかりと対応していきたいと考えています。 

 

横浜市（経済局） 

国の動向を注視しつつ、神奈川政労使会議や神奈川働き方改革会議において、対応策に

ついて協議・検討してまいります。 

また、「横浜市中央職業訓練校」では、早期に安定した職業に就くために必要な技能・

技術や知識の習得を必要としており、訓練修了後、早期に就職を希望する方を対象に職業

訓練を実施し、就職に向けた支援を行っています。引き続きハローワーク等の関係機関と

連携し就労に向けた取り組みを進めていきます。 

さらに、産業・経済・社会の様々な変化に対応するためのスキルや人材育成などを含む

企業支援情報を広くお知らせするため、経済局メールマガジンや LINE での情報発信を行っ

ています。 

加えて、市内で就職を希望する方を対象に、神奈川労働局やハローワークと共催で合同

就職面接会を開催し、就労機会を提供してまいります。また、来場者等へのそれぞれの希

望に寄り添った個別支援を行うことで、就職を促進します。 

 

川崎市（経済労働局） 

本市におきましては、社会経済環境の動きに応じた勤労者福祉の向上に向けて、労働団

体、雇用主団体及び行政機関が共に協議し、相互の理解を深める「川崎市労働問題懇談会」

を実施しております。 

市内中小企業が行う社内の人材育成の取組に対し、専門家派遣等により支援を行うほか、

働き方改革・生産性向上推進事業補助金により、人材育成の取組に対する支援を実施して

いるところでございます。今後につきましては、これまで創出した好事例について、事例

集の作成や周知を通じて、横展開を図るとともに、引き続き、専門家派遣や補助事業等を

通じて、市内中小企業の個別の状況に応じたきめ細やかな支援を実施してまいります。 

社会変化に伴う労働移動に向けては、事業者や労働者がリスキリングなどを円滑に取り
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組めることが重要であることから、公共職業訓練や教育訓練休暇給付金などの公的制度の

活用に向けて、広報誌「かわさき労働情報」や、市ホームページ等を通じて事業者や勤労

者へ向けた周知・啓発に努めてまいります。 

 

相模原市（環境経済局） 

 「リスキリング」につきましては、経済産業省や厚生労働省が推進し、ＤＸの推進や働

き方改革等から需要が高まっているものと認識しております。今後、関係機関等と連携し、

市内企業へのリスキリングの機会の提供について検討してまいります。 

また、市と神奈川労働局が協定を締結し、ハローワークの就職支援ナビゲーターがセン

ターに常駐するなど、雇用の窓口と福祉の窓口が一体となった支援体制を整備することで、

社会情勢の変化による新たな課題も含め、個々のニーズに合わせたきめ細かな支援を行っ

ております。 

 

神奈川労働局 

職業能力開発の在り方について、地域や時代のニーズに適ったものとなっているかにつ

いては、地域職業能力開発促進協議会において、職業訓練の効果検証等とともに関係機関

と共有・議論を行っています。 

また、社会の枠組みの変化に伴う政策的労働移動が生ずる際には、雇用保険制度、公的

職業訓練、求職者支援制度をはじめとする各種支援策の適切な運用に努めます。 

なお、事業の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等の再就職を支援する事業主、

その労働者を雇い入れる事業主に対しては、早期再就職支援等助成金による支援を行って

います。 

 

 

② 取り組みが進められているが、解決や進展に向け更なる努力を求める 

 

 

※参考 

 
 

 

2025 年度 県議会 第２回定例会 

（立憲民主党・かながわクラブ 菅原 あきひと） 

 

・ 政労使会議等での具体的な課題共有、発信を求める。 

・ 中小企業における DX の導入・進展の阻害要因を追求・整理し、より導入が進められるよう

な支援とともに、労働移動の発生を想定した、重層的セーフティネット構築について、社会

情勢の変化等を注視しつつ課題の把握を継続する。 
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２．公正な取引の実施および労務費の適正な価格転嫁への対応を求める取り組み 

社会の発展に向け、実質賃金の上昇を伴うインフレを可能とする労働分配率の向上と、サプライ

チェーン全体や重層下請構造における高次下請事業者に対する適正な利益分配を促すための、 

価格転嫁に対する市場心理の転換と公正な取引を求める取り組み。 

 

神奈川県（会計局、県土整備局、産業労働局） 

取引の適正化に向け、県では、ホームページに「労務費の適切な転嫁のための価格交渉

に関する指針」の要点を分かりやすくまとめて掲載しているほか、国・県・市・支援団体

等が合同で実施する価格転嫁に関するセミナーにおいて、神奈川政労使会議共同メッセー

ジを周知するなどして、啓発に取り組んでいます。 

また、今年度は、適切な価格転嫁について、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜

市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市の九都県市の首長連名によるチラシを作成し、

事業者に対して適切な価格転嫁への対応を行うことと合わせて、「パートナーシップ構築宣

言」の実施と実効性の向上に努めることについても要請しています。あわせて、生産性向

上促進事業費補助金等の審査において、パートナーシップ構築宣言を行った事業者に加点

措置を設けることにより、宣言を促しています。 

さらに、国に対して、価格転嫁等の取引適正化の推進を、全国知事会を通じて要望して

いるほか、県単独でも要望しています。 

公共工事の設計積算に用いる設計労務単価については、国、都道府県及び政令市が毎年

共同で実施している公共事業労務費調査の結果をもとに、国が都道府県別に設定すること

になっています。設計労務単価は、13 年連続で上昇しており、県では、国と同様に、１ヶ

月前倒しして３月１日に設計労務単価を改訂し、迅速な価格転嫁に努めています。公共工

事の工期設定については、作業に必要な日数、準備及び片付けに要する日数に、不稼働日

として、休祭日、夏季・年末年始休暇及び週休２日制を加味した休日や、雨天日及び猛暑

 重点２ 〈補強〉 

〔神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、神奈川労働局〕 

2023 年 11 月に公表された「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」

および 2025 年１月の神奈川政労使会議共同メッセージなどを活用した適正な取引に向

け、実効性の高い啓発を積極的に行うこと。とりわけ、自治体が行う公共事業、公共

調達などにおいても労務費の価格転嫁がはかれるよう率先垂範して調達価格の引き

上げや工期・納期の設定を行うこと。 

加えて、サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正な分配をめざす「パー

トナーシップ構築宣言」を行う企業が増えるとともに、その意義が広く浸透するよう、

啓発・助言を行うこと。 

 

〔神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市〕 

また、特別高圧契約法人の電気料金負担等、企業・事業者の努力のみでは価格の転嫁

が難しい負担についての軽減対策を引き続き講じること。 
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日を加えた適正な工期の設定に努めています。 

一般業務委託の予定価格の積算に当たっては、積算に用いる価格が実際の取引価格と乖

離しないよう、最新の労務単価等を適切に反映することとしています。庁舎内清掃、施設

の有人警備については、現状に即した標準的な積算基準を策定しており、予定価格の積算

に当たっては、国土交通省発表の最新の建築保全業務労務単価を用いることとしています。

積算基準を策定していない業務委託についても、各執行機関において、最新の労務単価、

物価資料などのほか、適切な資料がない場合には参考見積により、適切な予定価格の積算

に努めています。 

【特別高圧契約法人の電気料金負担について】 

特別高圧受電契約法人の電気料金負担の軽減対策については、中小製造業・倉庫業者や、

特別高圧を受電する商業施設・オフィスビルのテナント事業者に対し、県独自に支援を実

施しています。今後も、物価高騰の状況等、社会情勢を踏まえて、必要な支援策を検討し

ていきます。 

 

横浜市（財政局、経済局） 

本市公共工事等の発注においては、最新の公共工事設計労務単価等を反映した、適切な

予定価格を設定しています。また、設計労務単価の改定に伴う特例措置の実施、スライド

条項の適用により契約後にも価格の見直しをしています。 

電気料金については経済情勢や、国の動向を注視するとともに、必要な対策を講じ、中

小・小規模事業者の皆様の経営をしっかりと支援していきます。 

ホームページやセミナー等を通じて、価格転嫁のための取組や支援策、「パートナーシ

ップ構築宣言」等について、周知・啓発に努めてまいります。 

また、企業活動が都県を越えて広がっている現状を踏まえ、九都県市が連携してその普

及促進に取り組んでまいります。 

電気料金については経済情勢や、国の動向を注視するとともに、必要な対策を講じ、中

小・小規模事業者の皆様の経営をしっかりと支援していきます。 

 

川崎市（財政局、経済労働局） 

（財政局）適正価格による契約を締結することにつきましては、当該契約案件の品質を

確保するとともに、受注する企業の安定的な経営と、就労者の適正な労働環境の確保等に

繋がるものと考えております。そのため、国における公共工事設計労務単価等の改定を踏

まえ、本市においても適切な労務単価等の設定を行うとともに、必要に応じて、調達に関

係する事業者から、参考となる見積りを徴取するなどして、市況価格や適切な納期を反映

したより適正な調達に努めているところでございます。 

（経済労働局）国において、エネルギー価格の高騰の影響を受ける企業等の負担を軽減

するため、燃料油の価格を抑制する支援や、電気・都市ガスの負担を軽減する支援が実施

されておりますが、時限的な措置としていることから、今後の国における支援施策につい

て注視するとともに、本市の役割といたしましては、国、県における広域的な下支えに対

し、中小企業の中長期的な事業継続に向けて、経営基盤の強化が図られる支援を行うこと



6 

 

が重要であると考えておりますことから、専門家派遣による伴走支援や、資金繰りの円滑

化等を支援するとともに、経営力の強化に向けまして、働き方改革・生産性向上の取組を

通じたデジタル化支援のほか、エネルギー調達コストの効果的な負担軽減に向けた創エネ・

省エネ機器や、収益の拡大に向けた機械装置等の生産設備の導入支援等、引き続き、市内

中小企業をしっかりと支援してまいります。 

 

相模原市（環境経済局、財政局、都市建設局） 

適正な取引に向けた価格転嫁の円滑化につきましては、産業支援機関と連携し、価格交

渉に関するセミナーの開催や個別相談を実施してまいりました。 

調達価格につきましては、当該指針等を踏まえ、必要に応じ適切な対応を行うこととし

ております。 

公共工事の予定価格の算出に当たっては、日々変動する物価に連動するよう、歩掛りや

労務単価を国の改定と合わせ見直しを行うとともに、資材単価は毎月改定を行うなど、最

新の適用となるよう適切に積算しております。 

また、工期・納期の設定につきましては、週休２日や猛暑日を不稼働日として工期に加

算することに加え、資材調達の遅延等を考慮した納期の設定など、ゆとりある工期・納期

の設定となるよう取り組んでおります。 

引き続き、国や他自治体の動向を踏まえ、適正な調達価格や工期・納期の設定に努めて

まいります。 

パートナーシップ構築宣言につきましては、産業支援機関と連携し、市内企業に対して

周知を図ってまいります。 

また、特別高圧受電者に対する支援につきましては、本年度は神奈川県が実施している

と承知しております。 

 

神奈川労働局 

労務費を含めた適正な価格転嫁の実現のため、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に

関する指針」、「神奈川政労使会議共同メッセージ」を活用し、周知、啓発に努めてまいり

ます。 

また、県や市を含む関係行政機関と連携を密にし、業務改善助成金を始めとする賃上げ

支援パッケージ等の各種支援策の活用を推進し、中小企業・小規模事業者の生産性向上の

環境整備に取り組んでまいります。 

 

 

① 取り組みが進められており、課題解決や前進が期待できる 

 

 

 

 

・ 現状、要求内容に沿った取り組みが行われている。 

・ 中小受託取引適正化法施工に伴う課題を把握するとともに、価格転嫁に対する社会合意

形成のため政労使の意思一致、メッセージ発信などの重要性についての認識共有を継続

する。 

・ サプライチェーン全体での利益配分について、状況を注視する。 
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【雇用・労働】 

重点３ フリーランス新法への適切な対応、偽装請負・偽装フリーランスへの

啓発強化、国・自治体契約における適正な労働条件の確保 

①  

重点４ あらゆるハラスメントの防止対策強化、相談体制の整備と対応人材の

育成、カスタマーハラスメントへの対応強化 

①  

重点５ 障がい者雇用に不慣れな企業への総合支援、職場理解の促進、相談体

制の強化と差別のない就労環境の実現 

①  

重点６ 外国人労働者向け情報提供の充実、就労実態に関する調査・情報共有

の強化 

②  

 

１．安定雇用と就労継続および適正な労働対価を求める取り組み 

男女ともに直面する介護離職の防止、女性の雇用中断の防止に向けた男性の育児参加機会の 

拡大を求めるとともに、雇用の流動化による不安定な雇用やあいまいな雇用によって働く人の権

利を守る取り組み。 

 

神奈川県（産業労働局） 

【労働法の啓発・教育の機会について】 

県では、労働者派遣や請負、業務委託といった契約形態で働く人々が抱える労働問題に

対処するため、具体的な方策や留意点などを集めた資料「労働問題対処ノウハウ集」を用

意し、県のホームページで公開しています。例えば、労働者派遣契約に基づいて働く場合

の注意点に加え、請負契約や業務委託契約で働くときの留意点等も取り上げ、労働関係法

令の保護が受けられる場合の基準等を示し、労働相談において活用しています。 

また、当事者による自主的な労働問題の解決や安定的な労使関係の形成を促すために、

労使関係や労務管理に関する知識、労働関係諸法令の普及啓発を行っています。具体的に

は、時宜に応じた労働関係情報の普及啓発のための冊子「労働かながわ」、労働法制等の普

及啓発資料「労働手帳」、高校生向けパンフレット「「知っておこう！働くときのルール」

等を作成し、労働相談窓口や市町村窓口、教育現場等で配布しています。 

 重点３ 〈新規〉 

〔神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、神奈川労働局〕 

本来は労働関係法令の保護の対象となる「労働者」に該当するにもかかわらず、請

負、委託などの形式をとることによって、労働法の保護を受けることができない労働

者が増加している。本来「労働者」である者を非労働者として扱うことは、労働基準

法に定めた最低限の労働条件の実現を妨げ労働基本権を侵害するものとして、それ自

体が重大な人権侵害であることについて啓発・教育の機会の充実をはかること。 

また、国・自治体との契約においてフリーランス新法の適用となる事例がある場合に

は、労働者としての労働条件の最低基準が遵守されるよう啓発も含め適切に対応する

こと。 
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【フリーランス新法について】 

県では、労働相談や公益財団法人神奈川産業振興センターに設置されている「下請かけ

こみ寺」において、フリーランス新法制定以前から、契約の相手方にかかわらず、フリー

ランスからの様々な取引上の悩み相談に対応してきました。引き続き、新法を踏まえた適

切な助言を行うことで、フリーランスの方が働きやすい環境を整えていきます。 

さらに、新法の施行を受け、新法の内容等を周知するため、経営者等を対象としたセミ

ナーや、労働者や企業の労務担当者等に向けた講座を開催したほか、関係団体等を通じて

新法の目的や発注事業者の義務内容などを周知しました。今年度は、フリーランス向けの

セミナーにおいて相談窓口の案内を行っています。 

 

横浜市（経済局、財政局） 

本市では、働く人の基礎知識を掲載した「ワーキングガイド」を作成し、労働時間や仕

事と育児の両立に関するものを含む労働法制等の周知・啓発を行っています。「ワーキン

グガイド」は、できるだけ多くの市民の皆様に活用していただけるよう市ホームページに

掲載し、二次元コードを載せた PR カードを配布して周知を図っています。 

また、横浜市技能文化会館内に「働く人の相談室」を開設し、労働時間や仕事と育児の

両立に関わるものを含む労働相談・法律相談等に対応しています。「働く人の相談室」で

は、法律や労働実務の問題をテーマにした「労働実務セミナー」も定期的に開催しており、

労働条件等についても取り上げてきています。 

 引き続き、本市契約においても法令を遵守し、適切に対応してまいります。 

 

川崎市（経済労働局） 

フリーランス法の普及啓発につきましては、国によりパンフレットや説明動画などによ

る普及啓発を行っておりますが、本市におきましても、市ホームページにおいて、厚生労

働省が設置したフリーランス・トラブル 110 番などを御案内しているほか、広報誌「かわ

さき労働情報」において、同法の目的、適用対象などの情報を周知したところでございます。 

今後につきましても、「かわさき労働情報」等を活用した啓発活動に務めてまいります。 

 

相模原市（環境経済局） 

フリーランスが安心して働ける環境を整備するため、「フリーランス・事業者間取引適正

化法」が令和６年１１月から施行されたことから、関係者機関等にリーフレットの配布に

よる周知を行うなど、啓発に努めてまいります。 

 

神奈川労働局 

近年、働き方が多様化し、フリーランスとして新しい働き方が拡大する一方で、フリー

ランスとして働く方の中には、実態として労働基準法上の労働者に該当するような働き方

をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱われ、労働基準法等に基づく保護

が受けられないといった問題が指摘されています。 

各労働基準監督署では、相談窓口を設置し、労働者性の判断基準の説明や、「働き方の自
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己診断チェックリスト」を用いたチェックなどを行うほか、法違反等の事実について申し

立てが行われた場合には、原則、相談者の方が労働者に当たるかの判断を行っています。 

こうした取り組みを通じて、フリーランスとして契約しながら実態は労働者となってい

る方の労働環境整備に努めるとともに、労働者性の判断の考え方について周知してまいり

ます。 

フリーランス法に規定された発注事業者が守るべき義務と禁止行為については、引き続

き、あらゆる機会を捉えて周知を行ってまいります。 

また、発注事業者に対する調査及び報告徴収において、就業環境整備に関する法違反を

把握した場合には行政指導等を行うことにより、法の履行確保を図ってまいります。 

なお、取引適正化に関する法違反を把握した場合には、所管する公正取引委員会及び中

小企業庁に情報提供を行うなど、適切に連携を図って対応してまいります。 

 

 

① 取り組みが進められており、課題解決や前進が期待できる 

 

 

２．安全に働くことができる環境を求める取り組み 

労働関係法規の遵守による安全衛生の確保、時間外規制、勤務間インターバル規制の実態確保を

求める取り組みおよび高齢労働者の労働災害防止を求める取り組み。 

 

神奈川県（産業労働局） 

県では、職場におけるハラスメントを含む様々な労働問題について、労働者や企業から

の相談に対応するとともに、毎年、「職場のハラスメント相談強化月間」を設定し、弁護士

による特別労働相談会や街頭労働相談会、職場のハラスメントに関するセミナー等を実施

しています。 

 重点４ 〈新規〉 

〔神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、神奈川労働局〕 

セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、パワーハラスメントなど、

あらゆるハラスメントの根絶に向けて、職場・地域における対策の充実をはかること。 

あわせて、あらゆる職種・職域におけるハラスメントについて当事者が安心して相談

ができる環境を改善整備するとともに、対応人材の育成を計画的に行うよう指導を徹

底すること。 

また、カスタマーハラスメントに対しては、「STOP！カスハラ!! かながわ宣言」の

趣旨を踏まえ、理解を深めるための啓発を引き続き実施するとともに、事業者・働く

人双方からの相談に対応する窓口および支援策を強化すること。 

・ 現状、要求内容に沿った取り組みが行われている。 

・ フリーランス新法の周知・啓発等、社会情勢の変化等を注視しつつ課題の把握を継続する。 
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また、「STOP！カスハラ!! かながわ宣言」を発出した関係団体と連携し、県で作成した

カスハラ防止ポスターや宣言文を盛り込んだチラシを事業者の方々に活用していただくな

ど、普及啓発にも取り組んでいます。 

今後は、労働相談や企業からのヒアリング等で得た事例を積み上げることで作成する「カ

スハラ事例集」を、定期的に県のホームページで公表するなど、カスハラに対する県民や

企業の皆さまの理解促進に努め、職場のハラスメントなどの未然防止に向けて、取り組ん

でいきます。 

 

横浜市（経済局、政策経営局） 

本市では、働く人の基礎知識をまとめた「ワーキングガイド」を作成し、職場でのさま

ざまなハラスメントに関する内容を含む労働法制等の周知・啓発を行っています。「ワー

キングガイド」は、できるだけ多くの市民の皆様にご活用いただけるよう、市ホームペー

ジに掲載するとともに、二次元コードを記載したＰＲカードを配布し、周知を図っています。 

さらに、横浜市技能文化会館内に「働く人の相談室」を開設し、ハラスメントに関する

相談を含む労働相談・法律相談に対応しています。 

カスタマーハラスメントについては、引き続き国や県の対応状況を注視しながら、必要

な情報を周知啓発していきます。また、「働く人の相談室」ではカスハラに関する相談に

も対応するほか、労働関係法制に基づく対応方法のアドバイスなど、解決に向けた支援を

行ってまいります。 

 さらに、女性の活躍やワーク・ライフ・バランスを積極的に進める企業等を認定する「よ

こはまグッドバランス企業認定」や、男女共同参画センターで実施している企業等を対象

としたハラスメント研修等を通じて、職場環境の改善や人材の育成を推進しています。ま

た、男女共同参画センターではハラスメント等に関する相談も受けており、引き続きこの

ような取組を進めていきます。 

 

川崎市（市民文化局、経済労働局） 

（市民文化局）本市では「男女平等かわさき条例」に基づき策定しました「第５期川崎

市男女平等推進行動計画」において、多様で柔軟な働き方の実現に向けた働き方改革や働

く場におけるハラスメント防止などを位置づけ、子育て支援施策等の推進、長時間労働の

是正、ハラスメント防止等の取組を進めてまいります。 

 （経済労働局）本市では、広報誌「かわさき労働情報」や市ホームページ等を通じ、ハ

ラスメントに関する啓発・広報を行うとともに、労働相談窓口において、ハラスメントを

含めた労働問題に関する相談対応を行っているところです。 

 また、カスタマーハラスメントにつきましては、令和 7 年 6 月の法改正に伴い、対策が

事業主に義務となる旨を「かわさき労働情報」にて周知・啓発を行ったところでございま

す。また、本市において、毎年実施している「労働状況実態調査」において、令和６年度

より調査項目に「カスタマーハラスメントの取組状況」を追加するなど、啓発や状況把握

に努めているところです。 

 今後につきましても、「かわさき労働情報」等を活用した啓発活動や事業者向けの専門家
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派遣などの施策を通じた取組を進めてまいります。 

 

相模原市（環境経済局、総務局） 

ハラスメントの相談につきましては、中央区役所市民相談室において、かながわ労働セ

ンター県央支所の職員による労働相談を実施しているほか、国が実施するハラスメント悩

み相談室を周知しております。 

また、パワー・ハラスメント防止につきましては、令和４年４月から改正労働施策総合

推進法が全面施行され、全ての企業においてパワー・ハラスメント防止策を講じることが

義務化されたことから、かながわ労働センター県央支所と連携し、企業の人事・労務担当

者を対象に、パワー・ハラスメント防止に向けた労務管理セミナーを実施しております。 

カスタマーハラスメントにつきましては、今後、国から事業者に対し、カスタマーハラ

スメントに関する方針の明確化や周知等、事業主が取るべき対応を定める指針が示される

と承知しています。本市では、カスタマーハラスメントに関する基本方針の策定を予定し

ており、今後、基本方針の周知等により、カスタマーハラスメントについての理解促進を

進めてまいります。 

ハラスメントの根絶に向けて、労働者が安心して働ける職場環境の充実が図られるよう、

引き続き、関係機関と連携して取組を進めてまいります。 

 

神奈川労働局 

セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハ

ラスメントについては、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及び労働施策総合推進法

により、ハラスメント対策を講じることが事業主に義務付けられていることから、法に沿

った規定整備や雇用管理が行われるよう行政指導を実施しています。なお、その際は、実

際に相談が寄せられた場合の対応に加え、担当者に研修を行うなど具体的取組についても

説明しています。 

ハラスメント対策については、あらゆる機会を捉えて周知・啓発を行っていますが、12

月は「職場のハラスメント撲滅月間」であることから、厚生労働省主催シンポジウムの周

知など集中的に広報を実施しています。 

カスタマーハラスメント対策については、令和８年度に施行される改正労働施策総合推

進法において義務化されることから、今後、周知・啓発に取り組んでまいります。 

 

 

① 取り組みが進められており、課題解決や前進が期待できる 

  

・ 現状、要求内容に沿った取り組みが行われている。 

・ ハラスメント対策の進展、社会情勢の変化等を注視しつつ課題の把握を継続する。 
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３．障がい者雇用・外国人労働者をめぐる課題に適正な対応を求める取り組み 

障がいの有無やその程度によらず、個人の能力に応じて働くことができる仕組みと、継続した

就労となるよう定着強化を求める取り組みおよび新たな制度による外国人労働者の受け入れを

見据え、インバウンド対応等で増加が予想される外国人労働者への対応を求める取り組み。 

 

神奈川県（福祉子どもみらい局、産業労働局） 

県では、雇用ゼロ企業を含む法定雇用率未達成企業を主な対象として、障がい者雇用の

理解を深めていただくため、個別訪問や出前講座などを行い、雇用に向けた準備から採用、

定着までの相談に応じています。また、障がい者の職場定着を促進するための企業向け相

談窓口を今年度開設しました。 

さらに、障がい者の雇用促進に向けたフォーラムや企業交流会等を開催し、障がい者雇

用における配慮事項や取組事例等を伝えるとともに、ＬＩＮＥを活用し、障がい者雇用に

役立つ研修等の情報を企業等に向けて発信するなど、障がい者が差別されることなく働け

る社会の実現に向けて取り組んでいます。 

あわせて、障がい者等からの相談に対応するため、障害者就業・生活支援センターに高

い専門性を有する職員を配置するなど、障がい者等からの相談に適切に対応できる体制整

備に努めていきます。 

 

横浜市（健康福祉局） 

本市では、障害者雇用の理解と促進を図ることを目的に、市内で障害者を雇用する企業

が、どのように障害のある方の働きやすい職場環境をつくっているのか、その工夫や取組

を紹介する「障害者雇用好事例紹介」をホームページ上で行っています。 

また、市内９か所に障害者就労支援センターを設置し、障害の種別や程度によらず、様々

な就労に関する相談に応じています。併せて、企業向けの出前講座を実施し、障害特性の

理解や受け入れ時の配慮事項などを伝えています。  

引き続き、共生社会の実現に向けてこれらの取組を進めていきます。 

 

 重点５ 〈補強〉 

〔神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、神奈川労働局〕 

障がい者の法定雇用率の段階的引き上げに伴い、障がい者雇用の経験やノウハウが不

足する「雇用ゼロ企業」および新たに障がい者雇用を行うことになる企業に対し、事

例やノウハウの共有化をはかり、準備段階から採用後の定着支援までの総合的な支援

を行うこと。直接受け入れることとなる職場の同僚や、責任者が障がい特性などを理

解することができる機会について、研修等の情報を積極的に発信して理解の促進をは

かること。 

あわせて、障がい者および企業からの相談機能を強化し、障がいの有無、種類およ

び程度にかかわらず、差別されることなく働ける社会の実現に向けた取り組みを進め

ること。 
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川崎市（健康福祉局） 

 本市では、障害者雇用に関する企業への相談・支援機関として、『企業応援センターかわ

さき』を設置し、障害者雇用促進ネットワーク会議の開催等による障害者雇用の啓発、雇

用事例やノウハウの共有を行っているほか、障害者雇用相談として、業務内容の提案、職

場実習や面接のフォロー、就労後の定着支援等を行っております。また、令和６年度には、

『企業応援センター』かわさきの人員を拡充し、法定雇用率の引き上げにより増加が予想

される障害者雇用に関する相談ニーズへの対応を強化しています。 

 なお、ハローワークでは、障害者雇用における合理的配慮の提供が雇用主に義務付けら

れたことの啓発活動に加え、障害者雇用の理解を深めるセミナーとして「精神・発達障害

者しごとサポーター養成講座」等を開催し、受け入れ職場における障害特性の理解の促進

等を図っていると伺っており、日頃から『企業応援センターかわさき』はハローワークと

連携し、企業支援を行っております。 

 

相模原市（環境経済局、健康福祉局） 

障害者雇用につきましては、ハローワークと連携し、雇用の創出や促進に向けた障害者

就職面接会、精神・発達障害者しごとサポーター養成講座、週２０時間未満で働く障害者

雇用の求人開拓や障害者雇用特例子会社設立に係る初期整備費用の補助等を実施しており、

障害者雇用促進のための啓発リーフレットを作成することで、これらの事業の周知に努め

ております。 

引き続き、関係機関と連携して、障害者が差別されることなく働ける社会の実現に向け

た取組を進めてまいります。 

また、差別や偏見のない誰もが安心して働ける社会の実現のためには、何より、障害に

関する理解を促進することが重要であることから、本市では、市内企業に対し、障害ごと

の特性や合理的配慮を記載した事例集を配布するなどの理解啓発に取り組んでおります。

さらに、相談機能強化の取組につきましても、検討を進めてまいります。 

 

神奈川労働局 

障がい者の雇用経験やノウハウが不足する企業に対して、ハローワーク及び地域の関係

機関・支援機関による、雇用に向けた準備段階から雇用後の職場定着までの支援を行う「企

業向けチーム支援」を実施しています。 

ハローワークを中心とするチーム支援においては、採用前の受け入れ準備段階から、採

用後の職場定着まで一貫したサービスを提供しており、チーム支援以外のケースであって

も、障がい者及び企業からの相談に応じ、職場定着に向けた適切な支援を実施しています。 

労働局主催の障がい者雇用促進セミナーにおいて、障がい者が企業の一員として活躍す

る事例を発表していただくことで、広くノウハウを共有しています。また、障がい者と共

に働く職場の上司や同僚を受講対象として、精神・発達障害についての知識や一緒に働く

ために必要な配慮などの理解を深めることを目的とした「精神・発達障害者しごとサポー

ター養成講座」を開催しており、県内全てのハローワークで開催する集合講座に加え、企

業からの要望に応じて出張方式の出前講座を実施しています。 
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これらの情報については、神奈川労働局ＨＰに「障害者雇用について」【職業対策課】と

してサイトを設け周知しています。 

障がい者の差別禁止や合理的配慮の提供義務に関しては、ＨＷの障がい者雇用率達成指

導や労働局主催の障がい者雇用促進セミナー等により、企業に対する制度周知に務めてま

いります。 

 

 

① 取り組みが進められており、課題解決や前進が期待できる 

 

 

 

神奈川県（産業労働局） 

国では、外国人に向けた多言語での労働条件や日常生活のハンドブックの公開や出入国

在留管理庁のホームページで在留資格の案内を多言語で行っています。併せて外国人労働

者の就労状況に関する情報についても、神奈川労働局にて公表を行っており、今後も国の

動向を注視していきます。 

また、県では労働力不足の現状及び中長期的に必要とされる労働力について、ＤＸ化や

生成ＡＩ活用など企業の生産性向上による労働力需要の減を考慮して、総合的に分析し、

産業別・都道府県別に明らかにすることを国に対して要望しています。 

さらに、人手不足の状況や、賃金水準の動向、労働災害の発生状況については、神奈川労

働局と密に連携を取りながら、最新の状況の把握に努めています。加えて、外国人から寄

 重点６ 〈新規〉 

〔神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市〕 

労働関係法令をはじめ在留資格ごとの就労制限や生活に関する情報について、多言

語によるわかりやすい周知を行うこと。 

また、人手不足の状況や賃金水準の動向について統一した調査を行うこと。あわせ

て、労働災害の発生や労働相談の内容など、外国人労働者の就労状況に関する情報の

収集と公表・共有を進めること。 

 

〔神奈川労働局〕 

県内で就労する外国人に対し、適正な受け入れに関する指導・監督を強化すること。 

また、人手不足の状況や賃金水準の動向について統一した調査を行うこと。あわせ

て、労働災害の発生や労働相談の内容など、外国人労働者の就労状況に関する情報の

収集と公表・共有を進めること。 

・ 現状、要求内容に沿った取り組みが行われている。 

・ 2026 年 7 月からの、法定雇用率の引き上げ、対象事業所規模の引き下げへの対応も 

注視しつつ、課題の把握を継続する。 
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せられる労働相談については、毎年、相談内容等を集計した資料を作成して、ホームペー

ジで公開しています。 

 

横浜市（経済局） 

本市が四半期ごとに実施している横浜市景況・経営動向調査で市内人手不足の状況を把

握しているほか、国が実施している毎月勤労統計調査において、全国の賃金水準の動向を

適切に把握してまいります。 

また、外国人労働者の雇用管理の改善や職業生活上の問題について、事業主からのご相

談があった場合は、専門的な知識や経験を有する「外国人雇用管理アドバイザー」を派遣

している神奈川労働局を案内しています。 

 また、「育成就労制度」の導入を見据え、外国人労働者の採用育成時の企業課題やニー

ズ、必要な支援等を把握するための調査及び研究を行っています。 

 

川崎市（市民文化局、経済労働局） 

（市民文化局）本市においては、外国人相談窓口として国際交流センターにある「多文

化共生総合相談ワンストップセンター」及び川崎市役所南庁舎にある「かわさき多文化共

生プラザ」にて、多言語による教育・子育て、仕事等生活に関する情報提供や生活全般の

相談を受けております。また、在留資格について、「ワンストップセンター」では行政書士

による相談を月１回実施し、「かわさき多文化共生プラザ」では、出入国在留管理庁や神奈

川県行政書士会と連携し、出張相談を各月１回実施しております。今後も継続してわかり

やすい周知に努めてまいります。 

（経済労働局）市内事業所の人材確保及び賃上げの状況につきましては、例年、「市内事

業所経営実態把握調査」内で傾向を把握しているほか、賃金動向については「川崎市民経

済計算」にて毎年把握しております。これらの調査結果、統計を参考に引き続き施策の立

案・検討に活かしてまいります。 

また、毎年実施している「労働状況実態調査」におきましては、令和７年度は調査項目

に「外国人の在籍状況や採用・定着に向けた必要な支援」などを追加して、状況把握に努

めているところです。 

 

相模原市（市民局、環境経済局） 

在留資格ごとの就労制限等の情報につきましては、出入国在留管理庁において、ホーム

ページやパンフレット等を通じて案内を行っており、これらを活用して、周知に努めてま

いります。 

生活に関する情報につきましては、さがみはら国際交流ラウンジにおいて、日本の制度や

文化を紹介する冊子や動画などを活用し、引き続き、生活に必要な情報提供や外国人支援

事業を進めてまいります。 

人手不足の状況や賃金水準の動向につきましては、国の調査等を参考に実態の把握に努

めてまいります。また、外国人労働者の就労状況におきましては、ハローワーク等と情報

共有等を図ってまいります。 
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神奈川労働局 

技能実習生又は特定技能外国人を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・

啓発に努めるとともに、労働基準関係法令違反の疑いがある事業場に対して監督指導を実

施しており、引き続き、技能実習生及び特定技能外国人の適正な労働条件と安全衛生の確

保に重点的に取り組んでまいります。 

また、強制労働等技能実習生及び特定技能外国人の人権侵害が疑われる事案については、

外国人技能実習機構及び出入国管理機関との合同監督・調査を行うこととしています。 

なお、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対し

ては、司法警察権限を行使するなど厳正に対応してまいります。 

外国人労働者の労働災害発生状況については、労働者が労災災害等により死亡し、又は

休業したときに、事業者から所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告の提出を求めてお

り、報告事項の中で、国籍・地域及び在留資格を把握しています。 

また、把握した労働災害発生状況は、公表しています。引き続き、適切に把握し、公表し

てまいります。 

外国人労働者を雇用する事業所からの雇用の届出に基づき、事業所訪問指導を実施して、

雇用管理の助言・指導を行うとともに、事業所等を対象に、集合形式とオンライン形式で

セミナーを開催し、雇用支援に関する案内を行っています。 

また、所定内給与等の項目を含めた調査は、「外国人雇用実態調査」を、厚生労働省本省

において令和５年から実施しております（令和 5 年調査は、令和 6 年 12 月 26 日公表）。  

令和７年においても、１万事業所を対象に、10 月 1日から 11月 30日に調査をしており、

回答率向上のための事業主等への働きかけに、ご協力をお願いします。 

 

 

② 取り組みが進められているが、解決・前進に向け更なる努力を求める 

 

 

※参考 

２０２５年度 県議会 第３回定例会 

（かながわ未来 石川 裕憲） 

 

 

 

 

 

 

・ 育成就労制度への移行に伴う課題の把握を継続する。 

・ 家族帯同等で来日している外国籍労働者の抱える課題等について把握に努める。 
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【福祉・社会保障】 

重点７ 複合的支援ニーズに対応する「断らない相談体制」を構築し、ヤング

ケアラーや差別問題への対策を推進 

①  

重点８ 地域医療・介護の維持に向け、物価高騰等の影響を調査・分析し、対

応策を講じる 

②  

重点９ 災害時も見据えた医療・介護人材の育成確保と、処遇改善・職場環境

整備による定着支援を実施 

② 

重点 10 子育て家庭の経済負担軽減をはかり、妊娠・医療費助成の地域格差解

消を国に要望 

② 

 

１．誰も排除されることなく、安心して暮らせる地域共生社会づくりを求める取り組み 

住み慣れた地域で最後まで暮らしたいと願う人、その願いを支える家族や支援者（ケアラー）

を孤立させることなく、支援する体制づくりを求める取り組み、および障害者差別解消法や障害者

総合支援法の改正施行に対応して、適正な対応が取られるよう求める取り組み。 

 

神奈川県（福祉子どもみらい局、教育局） 

【ヤングケアラーについて】 

ヤングケアラーについては、令和６年度に高校２年生年代の子どもを対象に行った実態

調査において、「家族の中にお世話をしている人がいる」と回答された方が 7.4％おり、約

13 人に一人の割合でヤングケアラーが存在しているものと認識しています。 

県教育委員会では、政令市及び中核市を除く公立学校において、令和５年度からスクー

ルカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの配置を大幅に拡充し、子どもたちが抱

える様々な困難を早期に把握し、プッシュ型面談などを通じて、ヤングケアラーなど支援

が必要な子どもを医療や福祉等のアウトリーチにつなぐ「かながわ子どもサポートドック」

に取り組んでいます。 

「ヤングケアラー」の理解促進に向け、令和４年３月にヤングケアラーの実情や対応方

法等について解説した教職員向けリーフレットを作成し、県内の公立学校の教職員に配付

しました。引き続き、研修会等で同リーフレットを活用するなど、「ヤングケアラー」の啓

 重点７ 〈補強〉 

〔神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市〕 

地域住民の複雑化・複合化する支援ニーズに対応した相談・支援体制に取り組むこ

と。ヤングケアラーの実態把握を進めるとともに、すべての地域住民を対象とする包

括的支援の体制整備を積極的に進め、既存の制度活用だけにとどまらず、連携を模索

および強化して対応する「断らない相談支援体制」を構築すること。 

また、様々な障がい者とその家族や直接血縁にない保護者等がおかれている経済的 

困窮をはじめとして、地域移行を阻む根強い差別意識を含めた、社会的差別を解消す

るための方策を講じること。 
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発に向けて取り組んでいきます。 

この他にも、県では、市町村が行う包括的な支援体制の整備や重層的支援体制整備事業

を支援するため、後方支援事業として、アドバイザーの派遣や研修会、連絡会の開催等を

実施しています。 

【社会的差別を解消するための方策】 

生活困窮者自立相談支援機関では、「断らない相談支援体制の構築」を基本に、地域にお

ける多様な支援機関と連携しながら、日々の生活での不安や困りごとの相談に対応してい

きます。 

引き続き、県民や事業者に障害者差別解消法の趣旨等を周知していくとともに、障がい

を理由とする差別の解消に向けて取り組んでいきます。 

 

横浜市（こども青少年局、健康福祉局） 

ヤングケアラーの把握については、令和７年度から早期発見・把握、支援に繋げるため、

アンケートによる実態調査に取り組んでいます。 

また、本市においては、各分野で受け止めた相談を庁内の関係課や地域の関係機関と連

携しながら、ニーズに応じて適切な支援を行っています。今後もヤングケアラー等の複合

的な課題や制度の狭間の課題を抱えた市民の方の増加が想定されますが、既存の制度活用

にとどまらず、困りごとを抱えた方を受けとめられるよう、関係課や関係機関同士の連携

強化に向けて取り組んでまいります。 

障害者差別解消においては、当事者団体と連携した出前講座の実施や動画等を活用し、

市民・事業所等への障害理解の啓発を行っています。 

 引き続き、障害を理由とした差別の解消に向けて、取組を進めていきます。 

 

川崎市（健康福祉局、こども未来局） 

（健康福祉局）本市では、各区役所内に「地域みまもり支援センター」を設置し、高齢

者や障害のある方、子ども、子育て中の親などに加え、現時点で他者からのケアを必要と

しない方々を含め、すべての地域住民を対象として、「個別支援の充実」と「地域力の向上」

を目指す取組を進めています。 

 具体的には、地域での様々な見守り・支え合いの取組による課題を抱えた住民の早期発

見や、行政内部の専門職種のアウトリーチ機能の充実を図るとともに、専門相談支援機関

等との連携を強化し、地域における多様な主体との円滑な連携を推進しています。 

 今後についても、こうした取組を推進するとともに、国の示す「重層的支援体制整備事

業」の趣旨を踏まえ、地域包括ケアシステム構築をめざします。 

 また、地域移行を含め障害のある方が地域で自分らしく生活するためには、公共施設の

バリアフリー化や障害福祉サービスの充実といった環境整備に加え、市民理解の促進が重

要であると認識しております。「手をつなぐフェスティバル」といった普及啓発のイベント

や、小学校において実施している福祉に関する副読本「ふれあい」を活用した取組などを

通じ、障害に対する市民の理解促進を図ってまいります。 
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（こども未来局）ヤングケアラーを含め、様々な生きづらさを抱える子どもは、児童虐

待、不登校やひきこもり、発達上の課題、家族の世話に追われているといった課題を複合

的に抱えていることに加えて、周囲から置かれている状況が見えづらく支援の手が届きに

くいことも考えられるため、一人ひとりに応じたきめ細やかな支援を、多職種、様々な専

門機関が連携し、個別的、専門的に取り組んでいく必要があると考えております。  

 現在、困難を抱える学齢期の子どもを把握する方法や情報共有の必要性等について、関

係局区と連携し検討しているところでございますので、検討結果を令和７年度に策定予定

の「第３期川崎市こども・若者の未来応援プラン」に反映し、効果的な予防や支援に繋げ

てまいりたいと存じます。 

 

相模原市（こども・若者未来局、健康福祉局） 

ヤングケアラーの実態把握につきましては、令和６年度に「ヤングケアラーの疑いを持

った時のフロー」及び「早期発見のためのチェックリスト」を教育委員会と作成し、市立

小中学校・義務教育学校に配布し、把握に努めるとともに、必要な支援につなげる仕組み

を構築しました。 

引き続き、経験者の御意見を踏まえながら、把握・支援に取り組んでまいります。 

相談・支援体制の取組につきましては、関係各課、機関で連携をし、ヤングケアラーの実

態把握をはじめ、世帯の抱える複合化した課題の解決に向けた包括的支援体制の整備を推

進しております。また、本年４月から、社会福祉法に基づく重層的支援会議を設置するな

ど、重層的支援体制整備事業を活用し、「断らない相談支援体制」を構築しております。 

また、障害に関する差別や偏見のない共生社会の実現には、幅広く市民の皆様に障害に

ついて理解していただくことが重要であると考えております。このため、「共にささえあい

生きる社会」をキャッチフレーズに掲げた広報活動や共生社会推進サポーターの養成等に

よる障害の理解促進、相模原市障害者差別解消支援地域協議会における差別に関する相談

の情報共有等を行うとともに、民間事業者に対し、障害者差別解消法のリーフレットの配

布等を行ってまいりました。こうした取組により、障害に関する理解は徐々に深まってき

ているものと捉えており、今後も、共生社会の実現に向けて、市民の皆様の障害に対する

理解促進や民間事業者への合理的配慮の提供の促進など、各種施策を推進してまいります。 

 

 

① 取り組みが進められており、課題解決や前進が期待できる 

 

 

  

・ 現状、要求内容に沿った取り組みが行われている。 

・ ヤングケアラーの実態把握の推移を注視しつつ、課題の把握を継続する。 
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２．質の高い医療・介護を安心して受けられる社会づくりを求める取り組み 

災害時・緊急時にも安定した提供体制を維持できる地域の医療・介護体制を構築するため、  

医療機関・介護施設の運営維持と、平常時からの人材の計画的確保や処遇改善、働く環境の整備を

進めることを求める取り組み。 

 

神奈川県（健康医療局、福祉子どもみらい局） 

【医療機関について】 

医療機関について、県では、電気代・ガス代等の高騰による医療機関等の負担を軽減す

るため、令和４年度、令和５年度、令和６年度に引き続き、令和７年度についても、令和

６年８～10 月分、令和７年１～３月分の支援金の支給を行っています。 

病院経営を取り巻く厳しい環境を踏まえ、県では、短期的・中期的な視点から具体的な

支援策等を検討するため、医療関係者や有識者を構成員とする「神奈川県病院経営緊急対

策会議」を設置しました。 

当該会議でいただいたご意見も踏まえ、特に県民の皆様への影響が大きい救急医療を提

供する病院に対する緊急的支援金等を本年９月補正予算として計上しました。 

一方で、物価高騰の影響は全国共通の課題のため、地域によって対応が異なることがな

いよう、診療報酬改定など全国一律の対応を行うべきであり、県独自の調査は考えていま

せんが、今後も国に対して、繰り返し要望していきます。 

【介護保険施設等について】 

また、介護保険施設等について、資機材の更新にかかる費用は、介護報酬や入所者から徴収

する居住費を原資に事業者において積み立てていくよう介護保険上、制度設計されています。 

食費・居住費については、利用者負担第１から第３段階②の方を対象に、所得に応じた

負担限度額を設定し、標準的な費用の額（基準費用額）と負担限度額との差額を、介護保

険から特定入所者介護（予防）サービス費として給付しています。令和６年８月に、令和

５年度介護経営実態調査の費用の状況等を総合的に勘案し、基準費用額（居住費）を一日

当たり 60 円引き上げる改正が行われましたが、食費は改正されませんでした。 

本県では、こうした状況を踏まえ、物価高騰の影響を受けて、困難な経営に直面してい

る高齢者施設等に対し、国の臨時交付金を活用して、事業継続に向けた支援金を令和４年

度から令和６年度にかけて、支給してきました。 

資機材の更新や食費に係る取扱いは全国一律に取り扱われるべきものであることから、

県が独自に調査や対応策を講じることは考えていませんが、国に対し、今後も予想される

物価の上昇に迅速かつ適切に対応できる仕組みの導入を要望するとともに、その動向を注

視していきます。 

 重点８ 〈新規〉 

〔神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市〕 

安定した地域医療や介護体制の確保のため、医療機関・介護施設等が直面している

資器材の更新や、食材の価格高騰に伴う病院食提供の難しさ等の課題について、実態

把握のための調査と分析、結果の公表を通じた対応策を講じること。 
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横浜市（医療局、健康福祉局） 

医療に関しては、本市では、産科や小児医療、救急、感染症等、政策的医療への支援を

行うとともに、人材確保に向けた支援も重ねて実施しています。 

さらに、資器材や病院食などに係る医療機関の消費税負担の解消や、診療報酬の改善、

緊急的な財政支援について、繰り返し国に要望しております。 

引き続き、国の動向を注視しつつ、医療機関が直面する様々な課題に対し、必要な支援

に取り組んでまいります。 

介護に関しては、国の臨時交付金を活用して、物価高騰等に直面している高齢者施設等

が各種サービスを安定して行うための高齢者施設等物価高騰対策支援事業を令和４年度、

５年度に続き、令和６年度においても実施いたしました。引き続き、国の動向を注視して

いきます。 

介護施設等における資機材の更新については、一定の条件を満たす場合に、センサー付

きベッドや特浴等、介護ロボット・ICT 機器の更新費用に対する助成を行っています。 

また、本市では３年に１度、市内の介護施設等を対象に「事業所を運営する上での課題」

等についての実態調査を実施し、その結果を踏まえて、横浜市高齢者保健福祉計画・介護

保険事業計画・認知症施策推進計画を策定しています。 

引き続き、介護施設等が直面する建物や設備の老朽化対策など、様々な課題について調

査・分析を行い、必要な支援に取り組んでまいります。 

 

川崎市（健康福祉局） 

医療機関・介護施設等における取組等について、それぞれ回答いたします。 

 初めに、医療機関ですが、近年の物価高騰等による医療機関への影響や課題感について

は、関係団体から要望をいただいていることもあり、認識しているところです。医療機関

は国が定める公定価格である診療報酬等を基本として経営を行っていることから、その対

応については診療報酬の改定や交付金の拡充等により国において一元的に行うべきである

と考えております。このことから、本市では、診療報酬体制について、今後も予想される

物価や賃金の上昇に柔軟かつ速やかに対応できる仕組みの導入や、国から直接の補助や新

たな交付金の創設など、他の自治体とも連携を図りながら、国に対して要望を行っている

ところです。また、物価高騰に伴う実態把握につきましては、既に次期診療報酬の改定に

向けて国等においても実施されており、協力する市内医療機関の負担等も考慮し、本市独

自に行う予定はございませんが、今後も国の動向や社会状況の変化を見極めながら、国へ

の要望や交付金を活用した支援について検討してまいります。 

 次に、介護施設等における物価高騰への対応については、介護サービスを継続して提供

している事業者に対して高齢者等の生活の場を維持し、安定的な提供体制を確保するため、

「令和７年度川崎市介護・障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援事業」を実施し、

市内の事業者に対して給付金を交付いたしました。今後につきましては、次期介護保険制

度の改正及び介護報酬の改定に必要な基礎資料を得ることを目的に国が実施する「介護事

業経営実態調査」の結果を注視する等、実態把握に努めてまいります。 
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相模原市（健康福祉局） 

医療機関などの経営状況につきましては、長期化する物価や人件費の高騰により、救急

医療を担う病院を中心に深刻な経営危機に面していると伺っていることから、本市としま

しては、救急医療を担う協力病院に対して、ヒアリングを通じて課題を抽出し、本市独自

の緊急支援金を交付しております。 

また、医療提供体制の確保を担う神奈川県においても、医療機関への物価高騰支援を実

施しておりますが、引き続き、国及び神奈川県に対して、診療報酬への反映や支援等の要

望を行ってまいります。 

介護施設等の改修及び物価高騰に対する助成につきましては、国・神奈川県の補助金を

活用し実施しているものでございます。引き続き、実態把握を行い、事業の実施に努めて

まいります。 

 

 

② 取り組みが進められているが、解決・前進に向け更なる努力を求める 

 

 

３．すべての子どもが健やかに成長することができる社会づくりを求める取り組み 

子どもを持ちたいと願う人がためらうことなく、安心して子育てができ、子どもたちの健やかな

育ちを見守る地域社会づくりを求める取り組み。 

 

神奈川県（健康医療局、福祉子どもみらい局） 

【医療人材について】 

県では、医師確保対策の中長期的な取組として、県内の４大学医学部に「地域枠」を設

定して入学定員を拡大し、卒業後の一定期間、県が指定した診療科での勤務を要件として

修学資金の貸付けを行っています。 

この地域枠による大学の臨時定員増は、令和元年度末までの措置でしたが、本県をはじ

めとする都道府県の要望活動の結果、令和８年度まで制度が延長され、本県では、合計 25

名の地域枠の増員が認められておりますので、令和９年度以降も地域枠が維持できるよう、

 重点９ 〈補強〉 

〔神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市〕 

災害時も見据えて地域医療・介護等の体制が維持できるよう、医療・福祉・介護等

の専門人材の計画的人材育成・確保を進めること。 

医療・介護職場において、虐待・ハラスメントを生じさせない職場環境づくりを進め

るとともに、ワーク・ライフ・バランスを尊重し賃金をはじめとした処遇改善を行う

ことにより、人材の定着、離職防止がはかられるよう、必要な資金確保に向けた予算

の確保および支援策を講じること。 

・ 社会情勢の変化を注視しつつ、施策の進捗と効果を把握することが必要。 
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引き続き国に要望していきます。 

県の地域医療に貢献する意識の涵養を図るために、医学生・医師を対象にした県の地域

医療や医師が不足する診療科に対する普及啓発を行うイベントを開催していきます。 

看護師についても、修学資金制度の継続や勤務環境改善の支援により、引き続き県内で

の就業・定着に結び付けていきたいと考えています。 

県では、神奈川県医療勤務環境改善支援センターを設置し、医師や看護師等の医療従事

者の労務管理の適正化やタスク・シフト/シェアなどの勤務環境改善、ハラスメント対応な

どについて支援を行うとともに、地域医療介護総合確保基金による補助メニューを活用し

必要な支援を行っていきます。 

加えて、国に対し、全国知事会等を通じて、医療人材の給与をはじめとする処遇が改善

されるよう、診療報酬で業務に見合った適切な評価を行うことを要望しており、引き続き

国に働きかけていきます。 

【福祉・介護等人材について】 

福祉・介護人材の人材育成・確保のため、地域医療介護総合確保基金等を活用し、「多様

な人材の確保」、「資質の向上」及び「労働環境等の改善」の３つを大きな柱として、関係

機関と連携した取組を進めています。 

人材の確保については、就職相談会や職場体験事業を行うほか、介護の仕事の魅力発信

や、多様な人材層に応じた就職希望者と事業者のマッチング、介護未経験者の参入促進等

の施策を進めており、人材の育成については、研修を行う民間事業者等の指定を通じて、

研修の受講機会を確保するとともに、一定の基準に基づく研修事業の指定や指定事業所の

指導を通じて、質の高い人材の養成を目指していきます。 

また、職場環境を整備し、人材の確保と育成を図ることは重要であり、県では経営者層

に向けたマネジメントセミナーを開催するとともに、社会保険労務士や税理士等の経営ア

ドバイザーを事業所に派遣することなどを通じて、個々の職場環境に応じた具体的な解決

を図る取組を進めているほか、週休３日制の導入を柱とした多様な働き方の導入を県内の

介護事業所に促進していくにあたり、共通マニュアル等を制作し、促進に向けた検証事業

を実施しています。 

加えて、介護施設等職員を対象として、避難確保計画や BCP の訓練支援を含めた介護施

設等の災害対策に必要な知識を有する防災リーダーを養成するための研修を実施するほか、

日頃の訓練や計画の見直し等、介護施設等における災害対策についての相談窓口を運営す

る事業を実施し、災害への対応力の向上及び災害対策の推進を支援しています。 

介護保険事業所に対し、虐待防止の取組に係る運営指導や虐待防止法の趣旨の周知等を

進めるとともに、管理者等の責任者向けに、カスタマーハラスメントの対処方法や心得、

対処法の実例を紹介する、弁護士による「ハラスメント対策研修」をオンラインで実施す

るほか、弁護士による法律相談窓口を設置する事業を実施し、ハラスメントの防止を図っ

ています。今後ますます増加する介護ニーズに応えるため、介護職員の処遇について、他

の職種の給与水準を踏まえた更なる改善を図るほか、令和６年度の介護報酬改定で基本報

酬が引き下げられたことにより経営難に直面する訪問サービス事業者を支援し、在宅介護

のサービス提供体制を維持するため、基本報酬の引上げを検討するよう国に要望しています。 
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介護職員の処遇改善に取り組む事業所に対して、賃金改善を目的とした加算を確実に取

得できるよう、社会保険労務士を派遣する事業を行っており、引き続き事業所の支援を行

っていきます。 

 

横浜市（医療局、健康福祉局） 

横浜市医師会および横浜市病院協会が運営する看護専門学校への運営支援や中小病院の

看護人材採用支援、潜在看護師の復職、復職後の定着支援などの人材育成・確保の取組を

関係団体と連携しながら引き続き実施し、地域医療の体制維持に向けて取り組んでまいり

ます。 

また、令和７年度にも、国に対して物価や賃金の上昇に適切に対応できる診療報酬制度

の構築について要望を行いました。今後も医療機関における人材確保や働きやすい職場環

境づくりの支援について取り組んでまいります。 

また、本市では、自然災害や感染症が発生しても、介護サービスを安定的・継続的に提

供することができるよう、厚生労働省令に基づき条例等で、業務継続計画の策定を義務付

けています。各介護保険施設・事業所への集団指導の際に、業務継続計画についての周知

等を行うとともに、業務継続計画の策定後、必要な研修及び訓練を実施しているか、個別

の運営指導等において確認・指導しています。併せて、業務継続計画に関するセミナー等

を周知するなど、適宜情報提供を行っています。引き続き介護保険施設・事業所と本市と

の間で連携を図り、支援体制の構築に努めます。 

介護現場における虐待防止に関して、検討委員会や指針の設置、従業者に対する研修が

義務付けられています。また、介護サービス事業者は、従業者に職場におけるハラスメン

トに係る方針等の明確化及び周知・啓発を行い、従業者からの相談に応じ、適切に対応す

るために必要な体制の整備をしています。本市としては、集団指導や運営指導等、機会を

捉え、適正な対応がなされるよう、今後も必要な対応をしていきます。 

介護サービス事業者の処遇改善加算については、令和６年４月の介護報酬改定により、

加算率を引き上げる措置がなされました。今後も国の動向を注視していきます。 

また、本市では、国に対して、介護職員等の処遇改善の拡充について、全額国庫負担によ

る補助金の創設等を含め要望しています。 

 

川崎市（健康福祉局） 

医療・介護職場における取組等についてそれぞれ回答いたします。 

 初めに、医療職場ですが、神奈川県においては、医療従事者の離職防止や定着促進、医

療安全の確保等を図るため、｢神奈川県医療勤務環境改善支援センター｣を設置し、勤務環

境の改善に取り組む医療機関からの相談に対して専門的な支援を行っています。本市にお

きましても、医療機関における医療従事者の勤務環境改善を推進するため、県と協調しな

がら、当該センターによる専門的な相談窓口をはじめとした有用な内容の情報発信や普及

啓発に努めてまいります。 

 また、令和６年度診療報酬改定におきまして、医療従事者の処遇改善を図るため、「ベー

スアップ評価料」が新設されたところですので、改定の効果を見極めてまいります。 
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 地域包括ケアシステムの構築に向け、医療依存度の高い人も含めて、誰もが可能な限り

自宅や住み慣れた環境で暮らし続けることができるようにするためには、円滑な多職種連

携のもと、必要な知識･技術･経験を有し、地域の医療･介護現場などで活躍できる人材の養

成・確保することが必要不可欠であると認識しております。川崎市立看護大学・大学院や

市内関係団体等と連携し、災害時の対応も視野に入れつつ、人材の確保・養成を進めてま

いりたいと存じます。 

 次に、介護分野についてですが、災害時の介護体制の維持については、引き続き、総合

研修センターにおいて災害対応研修を実施するなど、専門人材の育成・確保に努めてまい

ります。 

 また、介護職場におきましては、介護サービスの最大の基盤は人材ですので、介護職員

が安心して従事できる就業環境を整備できるよう、神奈川県とも連携を図りながら、国が

作成したマニュアルの活用や各種研修を実施するなど、総合的なハラスメント対策に取り

組んでまいります。 

 介護職員等への支援につきましては、国は介護報酬等の制度設計について、県は職場環

境の整備について、市は人材の呼び込みや定着支援などについて、それぞれが役割を果た

しながら取組を進めることが重要であると考えております。 

 今後につきましても、第９期かわさきいきいき長寿プランに基づく、介護職員の確保・

定着の支援に向けた取組について、着実に進めてまいりたいと存じます。 

 

相模原市（健康福祉局） 

災害時を見据えた医療体制の維持に向けましては、医療体制の助言を担う市災害医療コ

ーディネ－ターの確保・拡充に取り組んでいるほか、神奈川県及び市薬剤師会と連携を図

りながら、市災害薬事コーディネーターの養成支援に取り組んでおります。  

災害時の介護等の体制維持につきましては、これまで市内の事業者向けにＢＣＰ（業務

継続計画）策定研修を実施するなどして啓発に努めております。 

また、医療現場における環境づくりにつきましては、「第８次神奈川県保健医療計画」に

おいて、勤務環境改善の支援や働き続けることができる職場環境の整備が施策の方向性と

して定められていることから、今後も、神奈川県の動向を注視してまいります。 

介護職場における職場環境づくりにつきましては、介護職員向けのメンタルヘルス相談

の実施や相談窓口を設置することで、職員の心理的安全性を高め、その能力を最大限に発

揮することができる環境の整備に努めております。 

また、介護人材の処遇改善につきましては、介護サービス事業所に対する集団指導講習

会等の機会を通じ、処遇改善やベースアップ等支援加算など、賃金等に関する制度の周知

及び活用促進に努めております。 

今後も、運営法人・介護サービス事業所との意見交換を通じた実態把握に努めつつ、離

職防止対策などをテーマとした事業所向けの研修の実施や介護サービス事業所における処

遇改善等に係る加算取得の促進等により、介護現場における職場環境の改善及び介護人材

の処遇改善に向けた取組を進めてまいります。 
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② 取り組みが進められているが、解決・前進に向け更なる努力を求める 

 

 

 

神奈川県（健康医療局、福祉子どもみらい局） 

国（こども家庭庁）の「こども・子育て支援加速化プラン」に示された子ども施策の着

実な実施を図るとともに、子育て世帯への経済的支援に位置付けられなかった、３歳未満

児を含む保育料の完全無償化についても早期に実施することを国に対して要望したところ

です。 

すべての子どもたちがそれぞれの地域で安心してのびやかに過ごすことができるように、

自治体の財政状況に起因する格差が生じることがないよう、国の責任と財源により必要な

措置を講じることも国に引き続き要望していきます。 

出産にかかる費用については、国において令和８年度を目途に標準的な出産費用の自己

負担無償化に向けた具体的な制度設計を進めることとしていることから、動向を注視して

いきます。 

また、妊婦健康診査にかかる費用については、居住する地域や個々の経済的状況にかか

わらず等しく適切に受診できるよう、その財源を地方交付税措置ではなく全額国庫負担に

より行うことについて、国に、新たに提案しており、引き続き要望していきます。 

小児医療費助成制度については、子育て世帯の経済的負担の軽減に寄与するため、国の施

策として統一的な制度を創設するべきと考えており、国に対して、「全国知事会議」や「国

の施策・制度・予算に関する提案」により、引き続き要望していきます。 

 

横浜市（こども青少年局、健康福祉局） 

本市では、出産費用助成や小児医療費助成など、さまざまな施策を進めています。 

小児医療費助成に関しては、周辺のほとんどの自治体で 18 歳年度末までを対象としてい

ます。本市としても令和８年度中に対象年齢を 18 歳年度末まで拡大することを目指して検

討を進めています。 

 重点 10 〈新規〉 

〔神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市〕 

すべての子どもたちが、それぞれの地域で安心してのびやかに過ごすことができる

ように、子どもの育ちにかかる家庭の経済的負担を軽減させる諸制度を充実させること。 

妊娠にかかる費用への助成、小児医療費助成等、自治体間での格差を生じないよう実

施すること。そのために必要な財政的裏付けおよび制度化のための法改正等につい

て、国に対し積極的に要望すること。 

・ 社会情勢の変化を注視しつつ、施策の進捗と効果を把握することが必要。 

・ 災害時をも見据え、継続的な人材の確保・定着支援を求める。 

・ 診療報酬改定にかかる協議の推移を注視する。 
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一方、これらのような施策は全国一律で行うべきであり、地方自治体単独での十分な財

源確保は困難であるため、国の責任と財源において、一律の助成制度を構築するよう提案・

要望してまいります。 

 

川崎市（こども未来局） 

安心して子どもを産み育てることができる社会を実現するためには、地域社会全体で、

子どもや子育て家庭に寄り添いながら、しっかりと支える環境づくりを進める必要がある

と考えております。 

全国一律の基準により実施されるべき子どもの医療費や保育料等、子育て支援の基盤と

なる行政サービスの充実について他都市とも連携しながら国に対して引き続き強く要望し

ていくとともに、保育・子育て総合支援センターの整備など切れ目ない相談支援体制の構

築や待機児童対策の推進等により、安心して子育てできる環境づくりをしっかりと進めて

まいります。 

 妊娠にかかる費用への助成につきましては、本市では 14 回分の妊婦健診費用の助成を実

施しており、本年７月より、これまでの補助券方式から受診券方式へ変更し、妊娠期の相

談支援や保健指導に活用できるよう、実施機関から健診結果を収集して、妊婦の健康づく

りや生活習慣の改善などにつなげることといたしました。健診にかかる費用の助成額につ

きましては、市内医療機関における妊婦健診費用を考慮しながら、本年４月受診分から、

上限額 135,000 円へ増額を図ったところですので、まずは事業の安定的な運用を進めると

ともに、引き続き、国の動向を注視してまいりたいと存じます。 

 川崎市小児医療費助成制度につきましては、令和８年度中に一部負担金を撤廃し、対象

年齢を 18 歳まで拡大するよう、制度拡充の検討を進めているところです。 

 また、将来を担う子どもの医療費につきましては、本来、自治体間で差異のある取組で

はなく、国の責任において全国一律の制度として構築するべきであると考え、これまでも

国に対し要望を行ってまいりました。今後も引き続き、国に対し要望してまいります。 

 

相模原市（こども・若者未来局） 

子どもの育ちにかかる家庭の経済的負担の軽減につきましては、本年度予算において、

市立小学校及び義務教育学校１年生の学校給食費無償化をはじめ市立小中義務教育学校に

おける修学旅行費用の一部支援や教材等整備事業などの取組を実施しています。 

今後も、子育て世代のニーズを的確に把握し、限られた財源の中で、効果的な取組を実

施してまいります。 

妊娠にかかる費用への助成につきましては、本年４月に、妊婦健康診査費用への補助上

限額を総額 90,000 円から 115,000 円に増額し、妊婦の負担軽減を図っております。 

小児医療費助成制度につきましては、子ども達が全国どこでも同じ制度の下で医療を受

けられるよう、国に対して統一した制度の創設を要望しており、引き続き、指定都市市長

会等を通じて国へ要望してまいります。 
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② 取り組みが進められているが、解決・前進に向け更なる努力を求める 

 

 

※参考 

 

2025 年度 県議会 第１回定例会 

（かながわ未来 京島 けいこ） 

 

 

2025 年度 相模原市議会 第１回定例会 

（さがみみらい 森 繁之） 

 

 

 

 

 

2025 年度 県議会 第２回定例会 

 （かながわ未来 作山 ゆうすけ） 

 

 

 

 

2025 年度 相模原市議会 第３回定例会 

（さがみみらい 森 繁之） 

・ 各自治体の財政状況に左右されず安定的に制度を運用できるよう、地方負担に依存しな

い全額国庫負担を基本とした恒久的な財政措置を求める必要がある。 

・ 県と政令市が連携して国への要請を強化することを求める。 
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【社会インフラ】 

重点 11 防災計画策定に弱者の参画を確保し、観光地特性を踏まえた地域外

避難者対応を平時から検討 

①  

重点 12 交通・水インフラの老朽化・耐震対策を技術活用で加速し、担い手

人材の育成・確保を推進 

① 

重点 13 貨物輸送ドライバーの負担軽減のため、共同配送拠点整備や駐車規

制見直しを検討 

② 

重点 14 再配達削減に向け、多機能ロッカーや宅配ボックス設置を促進 ② 

重点 15 公共交通を生活インフラとして維持し、人材確保と処遇改善で持続

可能性を確保 

② 

 

１．安全・安心で暮らしやすいまちづくりを求める取り組み 

多発する災害への対応や公共インフラの維持管理・更新、生活に欠かすことのできない物

流の災害対応と日常における停滞防止、犯罪抑止等、安全・安心で暮らしやすいまちづくりを

求める取り組み。 

 

神奈川県（くらし安全防災局、文化スポーツ観光局） 

神奈川県地域防災計画の更新については、神奈川県防災会議において、女性や居住外

国人といった様々な立場を代表する委員の皆様の審議を経て決定されますが、引き続き、

被災時に弱者となりやすい多様な立場の方々のご意見等を県地域防災計画に反映でき

るよう努めていきます。 

防災訓練等については、毎年実施しているビッグレスキューかながわにおいて、災害

時における聴覚障がい者や盲ろう者への対応などについて、当事者や支援者団体から、

事前に訓練参加者に対して説明をしています。  

また、県が策定した「避難所マニュアル策定指針」では、避難所への入所対象者とし

て「地域外から来た者のうち、長期間に渡って帰宅することが困難である者」と明記し、

市町村に地域外避難者への対応をあらかじめ検討しておくことを周知しています。  

 重点 11 〈新規〉 

〔神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市〕 

地域防災計画は、地域の住民をその対象とした計画であり、その更新および防災

訓練等の実施にあたっては、被災時に弱者となりやすい立場の人が意思決定に参

加しながら進められる必要がある。 

しかし、実際に発災した際には過去の災害を例に引くまでもなく、避難所とされ

るところには地域住民以外の多くの避難者が集まることが容易に想定される。 

特に観光地を多く抱える神奈川においては、その初動において地域防災計画に

は想定されない、地域外避難者への対応等について、普段から地域中での理解を広

げておく取り組みもあわせて進めること。 
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さらに、県内の観光事業者等に対して、県が作成した「観光事業者のための災害対応

マニュアル」を周知するほか、市町村に対しても、専門家による観光危機管理に関する

研修等を実施するなど、観光の視点から災害対応に係る情報共有や啓発活動を行ってい

ます。 

 

横浜市（総務局） 

横浜市防災計画では、災害時において、被災者の状況や必要とする支援は一人ひとり

異なることから、多用な視点・意見・ニーズの反映がなされるよう取組を進める、とし

ています。 

また、帰宅困難者対策にあたっては、帰宅が可能になるまで待機する場所がない帰宅

困難者を一時的に受け入れる「帰宅困難者一時滞在施設」の指定や、帰宅困難者等の発

生自体を抑制することを目的とした「一斉帰宅抑制」等の対策を行っています。引き続

き本市ウェブサイト等を活用して、帰宅困難者対策の周知・啓発等に努めてまいります。 

 

川崎市（危機管理本部） 

本市では、地域防災計画の修正にあたり、住民組織や福祉団体など、市域で活動する

多くの団体や関係機関の意見を反映させるとともに、パブリックコメント手続きを通じ

て、様々な立場の方々からの意見を踏まえ計画の修正を行っております。 

地域外の避難者等への対応としては、多くの滞留者が想定される主要駅を中心に、帰

宅困難者一時滞在施設を確保するとともに、関係機関等との連携のもと、帰宅困難者対

策訓練を実施するなど、地域における周知等を図っているところです。 

 

相模原市（危機管理局） 

避難所の運営に当たりましては、当該地域の自治会や担当市職員、施設管理者などか

ら構成される避難所運営協議会が担うこととしておりますが、本市では観光や通りすが

りなど、地域住民以外の方が被災により避難所に訪れることも想定し、避難所運営マニ

ュアルを整備しております。 

避難所の運営は、居住地に関わらず避難者全員で協力して行う必要があることから、

訓練等の経験のない方でも理解しやすいよう、同マニュアルの中で、役割分担の例や具

体的な作業手順などを記載しており、避難所運営協議会の皆様と共有しているほか、各

避難所に配備しております。 

 

 

① 取り組みが進められており、課題解決や前進が期待できる 

 

  

・ 現状、要求内容に沿った取り組みが行われている。 

・ 避難所運営マニュアルや指針等の運用状況を引き続き注視する。 
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神奈川県（県土整備局、健康医療局、企業局） 

【上水道について】 

県では、「神奈川県水道ビジョン（令和６年３月改定）」において、ＤＸの推進等によ

る「効率的な事業推進」、職員教育の充実等による「技術力の確保」及び施設の重要度や

老朽化の状況を考慮した「水道施設の計画的な耐震化」等を目標に掲げ、国庫補助金の

活用等により、水道事業者における基盤強化に係る取組を支援しており、更なる推進の

ため国庫補助金の採択基準の緩和等について国へ働きかけを行っています。 

県内 12 市６町を給水区域とする県営水道では、令和６年度に新たな経営計画を策定

し、大規模地震の発生に備え、管路を含む水道施設の耐震化を進めるとともに、浸水、

停電対策の充実など、風水害への備えを強化することとしています。老朽化した水道管

路の更新や水道施設の整備などを計画的に進めるため、経営計画では、５年間で約 1,500

億円の施設整備費を見込んでおり、各年度において予算の確保に努めるとともに、ドロ

ーンやウェアラブルカメラ等の技術などを活用しながら、効率的に事業を進めていきま

す。 

【橋梁やトンネル等について】 

橋梁やトンネル、下水道の点検について、AI やドローンなどの日々進歩するデジタル

技術の活用を進めています。県が所管する道路、橋梁、トンネル等の交通インフラ及び

流域下水道は、施設の耐震化や老朽化対策を推進するため適切な予算を確保するととも

に、国に対し、十分な予算措置を講じるよう働きかけていきます。 

【保守を担う人材について】 

これまでも、職員の技術力向上や技術継承のための研修や、採用試験の受験者増に向

けた取組について、民間団体や教育機関と連携し取り組んできましたが、研修制度の充

実や技術系高校への働きかけを行うなど、引き続き、人材の育成・確保に努めていきま

す。 

県のインフラを支える技術職員の確保は喫緊の課題であり、生徒・学生等への情報発

信を行う他、高校・大学を積極的に訪問して関係を深めるなど、人材育成・確保に取り

組んでいきます。 

  

 重点 12 〈補強〉 

〔神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市〕 

自治体が管理する道路、橋梁、トンネル等の交通インフラおよび上下水道、工業

用水等の耐震化、老朽化対策を迅速かつ着実に進めるため、AI やドローンなどの

技術活用も進めるとともに十分な予算確保を行うこと。 

また、保守を担う人材については、その社会的重要性について広く理解を広げ、

産官学の連携により工業高校等とのつながりも深めながら、人材の育成・確保を行

うこと。 
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横浜市（水道局、下水道河川局、道路局、経済局） 

上水道事業に関しては、市民の皆様に安定して水道水・工業用水をお届けするため、

施設の耐震化・老朽化に伴う更新の着実な実施に向けて、現在試行している AI を活用

した最適な送配水管更新計画策定やドローンを活用した配水ポンプ場の遠隔巡視等、DX

推進に積極的に取り組むとともに、必要な予算の確保に努めてまいります。 

下水道事業に関しては、人口減少や施設の老朽化が進行していく中でも、安定的かつ

継続的に下水道サービスを提供していくため、将来にわたる財政状況を見通し、施設・

財政・組織を一体的に管理するアセットマネジメントに取り組んでいきます。また、公

民連携や AI などデジタル技術の活用を推進し、生産性の向上を進めて、持続可能な事

業運営に取り組んでいきます。 

道路事業に関しては、路面化空洞調査において AI 技術を活用しているほか、舗装診

断においても AI 活用の可能性を探るため試行実施しています。 

橋梁とトンネルの点検、老朽化対策及び耐震化対策については、AI やドローンを含む

新技術（工法または材料）の検討を行い、採用について総合的に判断し、活用を進めつ

つ、引き続き、適切な予算を確保し、事業を推進していきます。 

また、道路局では、「横浜市内の道路橋及びトンネルにおける保全更新技術に関する

産・学・官連携協力協定」を締結しており、市内の建設会社、設計会社、横浜国大と連

携し、定期的に現場見学会や点検報告会等を行い、保全更新技術力の向上に取り組んで

います。 

インフラ業界等の人材不足分野の人材確保に向けた取組については、「神奈川人材確

保対策推進協議会」を通じて、国や県、その他関係団体と連携事項を協議しており、引

き続き諸施策についての協議を進めてまいります。 

 

川崎市（建設緑政局、上下水道局） 

（建設緑政局）市民生活や経済活動を支えるために重要な道路や橋りょう、トンネル

等の道路施設につきましては、道路法施行規則の一部改正により、平成２６年度から５

年サイクルの近接目視等を基本とした定期点検を実施しております。この結果を踏まえ、

ライフサイクルコストの縮減や予算の平準化を図るために策定した「川崎市道路維持修

繕計画」、「川崎市橋りょう長寿命化修繕計画」、「川崎市橋梁耐震化計画」に基づき、損

傷の程度や重要性などに応じ、優先順位を付けて補修や耐震対策を実施しておりますの

で、計画の推進に必要な人員と予算を確保し、今後も持続可能で効率的な維持管理に務

めてまいります。 

（上下水道局）水道施設につきましては、これまで更新や耐震化を進めてきており、

浄水施設・配水池・配水塔の耐震化は完了しています。管路につきましても継続して更

新を進めており、現在の耐震化は約４割を超えたところです。工業用水道施設につきま

しては、これまで耐震化を中心に進めてきており、現在、浄水施設及び配水所の耐震化

は完了しており、管路についてもほぼ耐震化は完了しているところです。今後につきま

しては、国に対し、財源の確保や交付金制度の改善等について要望活動を行うなど、必

要な予算を確保し、老朽化した管路の更新・耐震化を進めるとともに、AI 技術などを活
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用した維持管理の導入を検討してまいります。 

下水道施設につきましては、市民の安全で安心な暮らしを持続するため、浸水、地震、

老朽化対策など国土強靱化のための対策について、国に対し、財源の確保や交付金制度

の改善等について要望活動を行うなど、必要な予算の確保に取り組んでまいります。 

また、人員の確保につきましては、川崎市職員採用説明会などを通じて、上下水道局

の魅力を積極的に発信するとともに、専門的な知識・技術・技能を確実に継承するため、

OJT を中心に人材育成を推進してまいります。 

 

相模原市（都市建設局、環境経済局） 

道路、簡易水道、下水道の維持管理につきましては、耐震化や都市基盤の老朽化によ

る修繕が必要な箇所の増加が見込まれていることから、国庫補助等の予算を確保しつつ、

新技術の活用を検討するなど、管理業務の効率化を図ってまいります。 

また工業高校との連携につきましては、市内の土木に関連した学科コースを有する県

立高校と連携し、公共工事の現場見学を実施しており、建設業の魅力発信や公共工事に

携わる事業者・市職員の役割や社会的な意義について理解促進に努めています。今後も、

将来の人材確保に向けて取組を継続してまいります。 

地域産業界の人づくり支援事業につきましては、地元企業の求人情報を掲載した就職

支援サイト「サガツクナビ」を運営し、情報発信するとともに、企業と学生の交流会等

を開催し、地元企業への就職を希望する学生を支援しております。 

 

 

① 取り組みが進められており、課題解決や前進が期待できる 

 

 

※参考 

 

2025 年度 

相模原市議会 第１回定例会 

（さがみみらい 松浦 千鶴子） 

 

 

 

 

 

  

・ 要求内容に対応した取り組みが進められている。 

・ 各都市予算に限りがあることは承知をしているが、喫緊の課題であり進捗を注視する。 
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２．誰もが求める場所や、情報に容易にアクセスできる仕組みの整備を求める取り組み 

地域住民の移動の自由、移動の権利保障の観点から、交通弱者・交通空白地への対策を求 

める取り組み、および社会のデジタル化から取り残される存在をつくることなく、情報格差 

の解消を求める取り組み。 

 

神奈川県（産業労働局、県警本部） 

県では、貨物輸送を担うドライバーの負担軽減につながるよう、下請取引を行う事業

者の方に対し、荷主・物流事業者間における物流負荷の軽減を要請しています。  

また、重要な社会インフラである物流を支えるための取組として、物流効率化に資す

る設備を導入する経費に対する補助を実施したほか、再配達の削減に向けた、県民の意

識改革や行動変容を促すための広報を実施しています。  

さらに、県警察では、従前から交通実態や交通環境、駐車の効用に配慮し、駐車規制

の見直しを推進しています。今後も関係機関・団体等に対し、駐車需要に見合った路外

駐車施設・荷捌きスペースの確保について、働きかけを行うとともに、物流事業者や地

域の方々の要望・意見を踏まえ、貨物集配中の車両に係る規制の見直しを図っていきます。 

 

横浜市（都市整備局、経済局） 

事業所あての配送車両については、横浜市駐車場条例において、一定規模の建築物の

建築主に対して荷捌き駐車場の敷地内整備を義務付けています。また、同条例の中で、

共同荷捌き場を設ける場合に隔地化を認める特例基準を設けています。 

運輸業をはじめとする、人材不足分野の人材確保に向けた取組については、「神奈川

人材確保対策推進協議会」を通じて、国や県、その他関係団体と連携事項を協議してお

り、引き続き諸施策についての協議を進めてまいります。 

 

川崎市（まちづくり局） 

 荷さばきにつきましては、商業店舗数や歩行者量が一際多い川崎駅東口地区（駐車場

整備地区）において、「川崎駅東口地区駐車対策推進計画」に基づき、共同住宅等の低利

用駐車場や民間駐車場を活用した共同荷さばき場に関する取組等を位置付けていると

ころです。今後も、事業者等と連携を図りながら取組を検討してまいります。 

 

 重点 13 〈補強〉 

〔神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市〕 

事業所あての配送、個人向け配送を問わず、貨物輸送は社会の主要インフラとな

っている。その輸送を担うドライバーに過度な負担とならないよう、共同配送拠点

や荷捌き駐車場の整備を進めること。 

〔神奈川県〕 

東京都で実施されている「貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し」等を参考

に、神奈川県においても駐車規制の見直しに向けた検討を進めること。 
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相模原市（都市建設局） 

荷さばき駐車場については、相模原市建築物における駐車施設の附置に関する条例に

おいて設置の義務化はしておりませんが、荷さばき駐車場の整備施策について調査を進

めております。 

 

 

② 取り組みが進められているが、解決・前進に向け更なる努力を求める 

 

 

 

神奈川県（環境農政局、産業労働局） 

県では、再配達の削減に向け、県民の意識改革や行動変容を促すため、引き続き、再

配達が大気汚染物質や地球温暖化の原因となるＣＯ２の排出量を増加させ、地球環境に

も負荷を与えていることを県ホームページで周知するとともに、宅配ボックス、街なか

にある宅配ロッカーやコンビニ受け取りの活用などを呼び掛けていきます。 

 

横浜市（脱炭素・GREEN×EXPO 推進局、経済局、建築局、交通局） 

温室効果ガスの排出削減には、再配達をできる限り少なくすることは有効と考えます

が、宅配ボックス利用やアプリを活用した日時指定などの民間事業者によるサービスが

広がっているほか、国においても、ポイント還元を通じた宅配の再配達率を半減するた

めの実証事業の開始、建築基準法における宅配ボックス設置部分に関する容積率緩和の

規定の適用など、宅配ボックスの設置に関して既に一定の支援策等が講じられており、

横浜市としては、これらの動向を注視しているところです。 

なお、交通局では、事業者の提案により市営地下鉄 14 駅に 15 基の多機能ロッカーを

設置しております。今後も、各駅の設置場所や電源等のインフラ整備状況を踏まえなが

ら設置の検討を進めてまいります。 

 

 

 重点 14 〈新規〉 

〔神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市〕 

環境負荷低減の面からも、再配達の抑制が求められている。駅や公共施設への多

機能ロッカーの設置を進めるとともに、個人宅や集合住宅の新築、改築にあたって

は、宅配ボックスの設置を推奨するなど、再配達抑止の環境整備を進めること。 

・ 社会の主要インフラとなっている貨物輸送を担うドライバーの負担軽減のためにも、地域

特性に応じた共同配送拠点や荷捌き駐車場の計画的整備が必要。 

・ 再配達削減や物流効率化とあわせ、制度・施設整備・規制見直しを一体で進め、物流現

場の持続可能性を高める政策パッケージとして整理の方向性を示すことが必要。 
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川崎市（環境局） 

環境局地域環境共創課；宅配ボックスの設置については、民間事業者と連携し、幸区、

宮前区、多摩区、麻生区の庁舎に宅配ボックスを設置するとともに、市ウェブサイトに

おいて時間帯指定や事前通知サービスの活用について普及啓発を行っております。 

また、脱炭素アクションみぞのくち推進会議の会員企業と協力し、イベント等で宅配

ボックスの利用体験も行っております。引き続き宅配ボックスの普及促進を行うなど、

取組を推進してまいります。 

 

相模原市（環境経済局） 

宅配ロッカー（オープン型宅配ボックス）は、駅やスーパー、コンビニエンスストア

など身近な場所への設置が増えており、再配達防止に向けて、宅配ロッカーを活用した

受け取り方や、相手方が受け取りやすい時間や場所を指定した送り方の配慮など、市ホ

ームページ周知をしており、引き続き、周知啓発に努めてまいります。 

 

 

② 取り組みが進められているが、解決・前進に向け更なる努力を求める 

 

 

 

神奈川県（横浜市県土整備局、福祉子どもみらい局） 

交通不便地における公共交通の確保など、各地域課題の取組については、これまでも

市町村が主体となって行っており、県は、市町村、国及び交通事業者で構成する地域交

通研究会などを通じて、「神奈川版ライドシェア」等の先進的な取組などを紹介すると

ともに、市町が設置している地域公共交通会議において、広域的な視点から助言などを

行っているところです。 

交通事業者の人材確保等への支援について、県は、これまで、バス協会に対し､運転

手の確保のために活用できる交付金の交付や､県ホームページにバス事業者の採用情報

を掲載するなど、支援してきました。 

 重点 15 〈補強〉 

〔神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市〕 

高齢者・障がい者・通学する子どもたち・子育て中の保護者等、公共交通機関を

生活に不可欠としている人々の移動に係る手段を確実に確保すること。また、個人

特性に依らず、交通不便地における公共交通についても確実に確保すること。 

公共交通を維持するため、運転手・整備要員等の継続的な人材確保と育成の重要

性を認識し、処遇改善を含めた対策を実施すること。 

・ 公共施設には多機能ロッカー、集合住宅には宅配ロッカー設置の推奨、設置に向けた 

経費補助等、施策推進の引き金が必要。 
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これに加えて、令和７年度に、運転手不足への即応的な対応として、「新規バス運転

手の確保」と「既存バス運転手の有効活用」に資する新たな２つの補助制度を創設した

ところです。 

また、精神障害者保健福祉手帳所持者への運賃割引を導入する交通事業者が拡大して

いますが、県としては、県内のバス事業者について、全ての事業者に運賃割引を導入し

ていただけるよう、引き続き要請していきます。 

 

横浜市（都市整備局、交通局） 

令和７年４月に、誰もが日常生活を送る上で必要不可欠である地域公共交通の取組を

推進するアクションプランとなる「地域公共交通計画」を策定し、地域公共交通を「守

る」・「増やす」、積極的に「使う」を基本方針として定めています。本計画に基づき、

既存のバスネットワークの維持や交通が不便な地域への新たな地域公共交通の導入、地

域公共交通の利用促進など、各施策を体系的に推進することで、地域公共交通の充実を

図っていきます。 

また、交通局では「人財確保大作戦」と銘打ち、令和５年度より大幅な給与引き上げ

や選考方法の抜本的な見直しを進め、人財確保や職員の処遇改善に係る取組を実施して

います。 

令和６年度には前年度に比べ倍以上となる 99 名のバス乗務員を採用することができ

ましたが、在籍職員のボリュームゾーンが定年年齢（60 歳前後）に近付いていることか

ら、引き続き若手・ベテラン問わず優秀な人財の確保と育成に取り組むと共に、安全・

確実・快適な交通サービスの持続的な提供に向けた対策を推進してまいります。 

 

川崎市（まちづくり局、経済労働局） 

（まちづくり局）地域公共交通につきましては、「川崎市地域公共交通計画」に基づ

き、地域特性に応じた地域公共交通ネットワークを形成し、持続可能な地域交通環境の

向上に向けた取組を進めております。  

 コミュニティ交通については、社会環境の変化等を踏まえ、「コミュニティ交通の充

実に向けた今後の取組」を令和４(2022)年３月に取りまとめ、これまでの地域の主体的

な取組については、取組手順の見直しや支援内容の拡充を行うとともに、民間事業者を

はじめとする多様な主体と連携し、ＩＣＴ等新技術・新制度を活用した新たな取組を進

めております。 

（経済労働局）交通事業者における人材確保を図るために、専門家による経営相談を

はじめ、生産性向上を図るための人材育成支援等により処遇改善につなげるとともに、

コミュニティ交通に係る各種制度や補助金等に関するホームページ掲載のほか、人材育

成・確保に係る国や県の各種補助金などの情報を広報誌「かわさき労働情報」において

掲載するなど周知を図ってまいります。 
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相模原市（都市建設局） 

本市ではこれまでも、誰もが移動しやすく、将来にわたり持続可能な交通体系の確立

に向け、路線バスの輸送力確保に係る交通事業者への要請や交通不便地域におけるコミ

ュニティ交通の導入等の取組を推進してまいりました。昨今の全国的なバス・タクシー

の運転士不足の深刻化や高齢化の進行、移動需要の多様化等の社会経済情勢の変化に伴

い、今後、こうした取組はますます重要となっていくものと認識しており、交通事業者

と連携を図りながら、引き続き、移動手段の確保に向けた取組を推進してまいります。 

また、公共交通の担い手の確保と育成は、全国的な課題であると認識しており、単独

自治体による支援には限界があるものと考えていることから、関係自治体等と連携し、

国・神奈川県に対して運転手の確保・育成に対する支援を求めてまいります。 

 

 

② 取り組みが進められているが、解決・前進に向け更なる努力を求める 

 

 

※参考 

2025 年度 横浜市議会 第１回定例会（民主フォーラム こがゆ 康弘） 

 

 

 

2025 年度  

相模原市議会 第２回定例会 

（さがみみらい 谷川 ヒロシ） 

 

  

・ 社会情勢の変化を注視しつつ、施策の進捗と効果を把握することが必要。 

・ 公共交通の担い手確保に向けた具体的施策展開を求める。 
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【環境・エネルギー】 

重点 16 脱炭素計画の進捗管理と効果検証を行い、再資源化等の取り組みを

官民で推進 

①  

重点 17 自転車利用の安全確保とルール浸透、専用レーン整備やシェアサイ

クル連携を促進 

②  

重点 18 再エネ・蓄電池による地域エネルギー自立を進め、防災拠点の非常

用電源機能を強化 

① 

 

１．地域と連携してカーボンニュートラルの実現を求める取り組み 

脱炭素社会をめざすために、企業・住民の行動変容を促すとともに、様々な分野でサーキュ

ラーエコノミー（循環経済）を促進させることを求める取り組み。 

 

神奈川県（環境農政局） 

県では、令和６年３月に「神奈川県地球温暖化対策計画」を全面改定し、「2050 年脱

炭素社会の実現」を長期目標に位置付けるとともに、中期目標として「2030 年度までに

県内の温室効果ガス排出量を 50％削減（2013 年度比）」を目指しています。この計画で

は、事業者や県民の方々を含む各主体の役割を定め、目標達成に必要な取組について、

ホームページやパンフレット、イベント出展等により周知しています。また、計画の進

捗状況については、毎年度、部門ごとの排出量を推計するとともに、施策に関する指標

（ＫＰＩ）の達成状況を把握した上で総合的な評価を行い、これらをホームページで公

表していきます。 

さらに、廃棄物処理業者や排出事業者向けの講習会等の中で、再資源化事業等高度化

法に関する周知を行うとともに、本法律の趣旨を踏まえて、排出者として事業活動に伴

って生じた廃棄物の分別・再資源化等に努めていきます。 

 

横浜市（脱炭素・GREEN×EXPO 推進局、資源循環局） 

脱炭素社会の実現に向け、「YOKOHAMA GO GREEN」の趣旨のもと、引き続き、市民の

 重点 16 〈補強〉 

〔神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市〕 

2050 年脱炭素社会の実現に向け、「かながわ脱炭素ビジョン 2050」の浸透をはか

り、地球温暖化対策計画をはじめとする各計画の進捗状況の確認および公表とと

もに施策の効果を検証すること。 

  また、再資源化事業等高度化法を踏まえ、民間事業者への周知等を促進すること

はもとより、排出者としての対応も遅れることなく実施すること。 

 

 ※横浜市：YOKOHAMA GO GREEN  川崎市：かわさきカーボンゼロチャレンジ 2050 

  相模原市：相模原市地球温暖化対策計画 
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環境意識の向上と行動変容の促進につながる効果的な施策を実施します。  

横浜市地球温暖化対策実行計画に基づき、市域の温室効果ガス排出量等を毎年度、定

量的に把握・公表するとともに、本計画の各対策の進捗状況を確認し、報告書を取りま

とめて公表します。 

民間事業者には、公民連携組織である横浜市資源循環推進プラットフォームを通じて、

周知等を行ってまいります。また、排出者としての本市の対応については、率先行動の

観点から、市庁舎におけるプラスチックの再資源化を令和７年度から開始し、その他の

市役所関係施設の約 1,200 施設についても、令和８年度の実施に向けて準備を進め高度

化を図ってまいります。 

 

川崎市（環境局） 

本市では、2050 年の脱炭素社会の実現に向けた戦略「かわさきカーボンゼロチャレン

ジ 2050」を策定するとともに、令和４年３月に改定した川崎市地球温暖化推進基本計画

に基づき取組を推進しております。毎年度、温室効果ガス排出量の状況をはじめとした

取組状況を「かわさき環境白書」として取りまとめ、環境審議会に報告するとともに、

環境審議会からの意見を聴取しながら進行管理を行っております。 

目標達成に向けては、基本計画に位置付けている施策のうち、特に事業効果の高い５

大プロジェクトの取組を重点的に進めてまいります。 

再資源化事業等高度化法に関しては、法の趣旨を踏まえ、現在策定作業中の（仮称）川

崎市循環型社会形成推進基本計画においても取組みとして位置付け、処理業者のみなら

ず排出事業者に関しても情報提供等を進めてまいります。 

 

相模原市（環境経済局） 

本市では、令和５年１１月に改定した「第２次相模原市地球温暖化対策計画(改定版)」

において、2030 年度における二酸化炭素排出削減目標５０パーセントを目指すことと

して、脱炭素社会の実現に向けた取組の加速化を図っております。 

 計画の進捗状況の確認につきましては、毎年度、実施状況報告書を作成しており、相

模原市地球温暖化対策推進会議において、当該計画に基づく削減目標の進捗状況や対

策・施策の取組状況を把握し、計画の評価・検証を行っております。実施状況報告書や

会議の議事録につきましては、随時、市ホームページで公表しております。 

 また、民間事業者に対しては、再資源化事業等高度化法を踏まえた中で、引き続き、

廃棄物の減量化・再資源化等について周知を図っていくとともに、本市としましても市

内における大規模な排出事業者として、事務事業に係る脱炭素化の取組を着実に実施し

てまいります。 

 

 

① 取り組みが進められており、課題解決や前進が期待できる 

 

  
・ 社会情勢の変化を注視しつつ、施策の進捗管理・効果検証・公表を一層徹底し、実効性

の見える化を求める。 
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２．環境負荷の少ない暮らしの推進を求める取り組み 

人々が暮らしの中で環境負荷の少ない選択ができるよう様々な施策を求める取り組み。 

 

神奈川県（県警本部、くらし安全防災局、県土整備局、文化スポーツ観光局） 

県は、神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の周知を図るとともに、

自転車マナーアップ運動等を通じて、自転車の交通ルール、自転車損害賠償責任保険等

への加入義務、点検整備の重要性について広報啓発を強化していきます。 

また、県警察では引き続き「チリリン・スクール」等の自転車交通安全講習等を通じ

て、交通ルールを学ぶ機会の提供に努めるとともに、神奈川ポリス搭載の「スマートチ

リリンスクール」の普及促進を図り、今まで交通ルールに触れる機会のなかった人たち

に対しても自転車の交通ルールが浸透するよう広報啓発活動を推進していきます。 

自転車専用レーンの普及と安全の確保について、県は、自転車歩行者専用道路として、

相模川自転車道や藤沢大和自転車道の整備を行うとともに、車道混在の道路においては、

自転車の走行位置を示す矢羽根の設置や、急勾配箇所への注意喚起看板を設置するなど

して、安全対策を図っています。 

シェアサイクルの事業者間連携等による利便性の向上について、県は、交通施策に関

する部門別計画である「かながわ交通計画」に、「移動の連続性や利便性の向上」を定め

ており、その中で、公共交通とシェアサイクル等の複数の事業者間で決済等が一括に行

えるＭａａＳの取組等により、乗換のシームレス化を促進することとしています。 

さらに、観光客の利便性を高め、観光地としての魅力を向上させるため、県と湘南地域

の４市３町で構成する「湘南地域自転車観光推進協議会」において、「湘南地域シェア

サイクル広域周遊観光実証実験事業」を民間事業者と連携して実施しています。現在、

スルガ銀行（株）と連携して実施している、駅からのサイクルルートをＰＲする動画の

配信などを通じて、利用者の増加を後押しします。 

 

横浜市（道路局） 

自転車の交通ルールや自転車損害賠償責任保険等への加入促進、車両の整備促進のた

め、こどもの交通安全教室、チラシやウェブサイト、SNS などを活用して、国や県、警

察、交通安全関係団体等の関係機関と協力しながら、引き続き周知・啓発に取り組んで

 重点 17 〈補強〉 

〔神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市〕 

環境負荷の小さい移動手段として自転車を利用する人が増えていることを踏ま

え、自転車の交通ルールを学ぶ機会と風土の醸成、十分な走行幅を確保した自転車専

用レーンの普及と安全の確保、自転車利用における保険の加入および車両整備の促

進に努めること。 

  人口の多い地域、観光客の多い地域においては、シェアサイクルの広域化や事業

者間連携等によって利便性を向上させ、移動手段の多様化をはかる一助とすること。 
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まいります。 

また、「横浜市自転車活用推進計画」に基づき、自転車利用や自転車関連事故の多い

地域を指定した「重点エリア」、及び地域間を結ぶ幹線道路等の「ネットワーク路線」

において、「自転車専用通行帯」や「矢羽根型路面表示」による自転車通行空間の整備

を進めてまいります。 

令和７年４月から市内全域を事業範囲とする「横浜市シェアサイクル事業」を実施し

ています。シェアサイクル事業者との公民連携により、効率的なポートの増設を進め、

移動の利便性向上を図っています。 

 

川崎市（市民文化局、建設緑政局） 

（市民文化局）自転車利用者は、子どもから高齢者に至るまで幅広い年代に及ぶこと、

ルールの理解力や実践力に違いがあることなどから、各利用者が悲惨な事故の当事者に

ならないよう、年齢に応じた交通安全教室でのポイントを絞った指導や分かりやすいチ

ラシの発行など、自転車のルールを守ってもらうための工夫を凝らしながら、引き続き、

様々な機会を捉え、警察や関係団体等と連携し、自転車の交通安全対策の充実に向けて

取り組んでまいります。 

自転車損害賠償責任保険等への加入促進につきましては、本市ホームページに掲載し

ているほか、イベントにおける義務化に関するチラシの配布や、義務化の内容を記載し

た自転車の安全利用に関する小冊子を市役所等関係施設や自転車販売店に配架するな

ど、周知を図っているところです。また、イベント等で幅広い世代へ向けた交通安全啓

発を実施し、自転車点検整備等の促進を図っております。今後も、地域の方々や警察、

関係機関等と連携して効果的な啓発活動を推進してまいります。 

 （建設緑政局）本市では、「川崎市自転車活用推進計画」に基づき、危険箇所の安全対

策のほか、主要な幹線道路や自転車利用の多い駅周辺の道路などにおいて、計画的に通

行環境整備を推進しており、整備にあたりましては、国のガイドライン等を踏まえ、現

状の道路幅員や交通量などをもとに、整備の形態等について警察と協議のうえ、自転車

道や自転車専用通行帯、自転車の通行位置や進行方向などを示す矢羽根等の整備を進め

ております。  

 今後につきましても、自転車等が道路を安全・安心に利用できる通行環境の充実に向

け、取組を進めてまいります。 

 シェアサイクルにつきましては、身近な地域交通における移動環境の充実を目指し、

平成 31 年３月に実証実験を開始し、その結果を踏まえ、令和４年７月から市内全域を

対象に民間事業者との協定により本格運用を開始したところです。 

 利便性の向上に向けては、引き続きポートの増設などを進めるとともに、協定事業者

と連携しながら、利用環境の改善に向けた取組を推進してまいります。 

 

相模原市（市民局、都市建設局） 

自転車の安全利用につきましては、交通ルールやマナーの浸透を目指し、交通安全教

室を開催しております。また、令和８年４月からの自転車青切符制度の施行を契機とし
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て、自転車利用におけるルールなどの更なる周知啓発に取り組んでまいります。 

 自転車通行環境の整備につきましては、令和６年３月に改定した「相模原市自転車活

用推進計画」に基づき、鉄道駅を中心としたネットワークを形成するため、交通量や事

故の状況などを踏まえ優先整備区間を設定して整備を進めております。 

また、道路の状況に応じ、自転車道による車道との分離や路面標示により走行位置と

進行方向の明確化をすることにより、歩行者と自転車との事故防止や安全性の向上を図

っております。 

引き続き、道路の利用状況を注視し、事故のおそれがある場合には、関係機関と連携

し、必要な安全対策について検討してまいります。 

 また本市では、シェアサイクル事業者と協定を締結し、令和４年６月から実証実験を

行っております。引き続き、シェアサイクル事業者と連携し、市民の皆様の利便性向上

に取り組んでまいります。 

 

 

② 取り組みが進められているが、解決・前進に向け更なる努力を求める 

 

 

３．エネルギーの「地産地消」体制を求める取り組み 

災害時にも安心できる拠点の構築・維持を求める取り組み。 

 

神奈川県（くらし安全防災局、環境農政局） 

【県内エネルギーの自給率向上について】 

エネルギーの地産地消に係る取組の一環として、「自家消費型再生可能エネルギー導

入費補助」や「住宅用太陽光発電・蓄電池導入費補助」等を実施しており、太陽光発電

 重点 18 〈新規〉 

〔神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市〕 

県内のエネルギーの自給率向上および地域のセーフティネット機能として自家

発電と蓄電池を組み合わせた自立可能型エネルギーの「地産地消」体制を構築する

こと。 

災害発生時、避難場所に指定される地域防災拠点施設の機能強化のため、再生可

能エネルギーやコージェネレーションシステム等、エネルギー源の多様性に考慮し

た設備や蓄電池等の導入の拡大をはかるとともに、非常時電源ともなりうる次世代

電気自動車の導入、配備を進めること。 

・ 法改正の内容周知、浸透度合いを注視する。 

・ 電動機付自転車（モペット）の違反利用への対応等、法・規則の周知啓発とともに、悪質

利用者への指導摘発の強化を求める。 
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等の導入を支援しています。 

また、ガスコージェネレーションの導入については、「中小企業省エネルギー設備導

入費等補助」の補助対象として支援している他、電気自動車の導入については、「事業

用等 EV 導入費補助」等により支援しています。太陽光発電や蓄電池等は、エネルギー

自給率の向上に寄与するとともに、災害時の活用も見込まれ、県としても引き続き支援

を進めていきます。 

さらに、令和６年３月に全面改定した「神奈川県地球温暖化対策計画」において、国

のエネルギー基本計画等を踏まえ、「再生可能エネルギーを 2030 年度までに 270 万 kW

以上導入」することや「新車乗用車に占める電動車の割合を 2030 年度までに 100％とす

る」ことを目標として設定しています。その目標の達成に向けて、県民、事業者などの

取組を後押しするとともに、県庁の率先実行として、県有施設への太陽光発電の導入や

公用車の電動化などに積極的に取り組んでいきます。 

【災害発生時のエネルギー源について】 

災害時における指定避難所等の防災設備の整備等については、一義的に市町村がその

役割を担っていることから、県では、県内の避難所が共有できる避難所運営の基本的な

考え方、施設・設備の内容、運営の仕組み、情報の収集・提供等を行うため、「避難所運

営マニュアル策定指針」を策定しています。 

本指針において、「指定避難所には、自家発電装置、再生可能エネルギー設備を含む

非常用発電機、蓄電池、衛星電話等が設置されていることが望ましい。」と明記してお

り、市町村に対して、エネルギー源の多様性に考慮した設備や蓄電池等の導入を促してい

ます。 

 

横浜市（脱炭素・GREEN×EXPO 推進局、総務局） 

令和７年度より、横浜グリーンエネルギーパートナーシップ事業を開始し、太陽光発

電設備及び蓄電池の導入支援を行っています。 

各地域防災拠点には、災害発生時の停電対策として、６台の発電機を備蓄しています

が、本市では、「横浜市地球温暖化対策実行計画（市役所編）」における市役所の率先

的な取組の一つとして太陽光発電設備の導入を進めており、設置可能な公共施設を対象

に PPA 事業を活用することで、2035 年度までに導入割合 100％の達成を目指していま

す。地域防災拠点となる小中学校においても、順次導入を進めてまいります。 

公用車については、非常時電源としての活用も踏まえ、次世代自動車等の導入をさら

に進めていきます。 

 

川崎市（環境局、危機管理本部） 

（環境局）本市では、脱炭素社会の実現に向けて、より一層の再生可能エネルギーの

普及を図るため、2030 年度の再生可能エネルギー導入量について、33 万 kW 以上とす

ることを目標としています。 

市域への再生可能エネルギーの普及拡大・地産地消に向けては、地域エネルギー会社

を中核とした多様な主体が参画する地域エネルギープラットフォームの構築や、令和７
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年度からの建築物への太陽光発電設備の設置義務制度の開始などにより、取組を推進し

ています。 

また、個人住宅や市内中小企業に対して、太陽光発電設備等の再エネ設備や、省エネ

設備等の導入に対する補助制度を行うとともに、避難所に指定されている市公共施設に

は太陽光発電設備及び蓄電池を導入する等、時流に合わせた取組を強化し、再生可能エ

ネルギーの導入を促進しております。 

 （危機管理本部）避難所におけるエネルギー源の多様化につきましては、指定避難所

である市立学校において、灯油式発電機の設置や太陽光発電設備の整備などの取組を行

っております。  

また、電気自動車の導入・配備につきましては、導入コストや維持管理、平時の活用

等、様々な課題が想定されることから、本市では、電動車両に関する災害時協定に基づ

き、関係局区と連携を図りながら、効果的な電動車両の活用に取り組んでまいります。 

 

相模原市（環境経済局） 

本市では、継続的に公共施設等への再生可能エネルギーの導入に取り組んでおり、学

校施設への太陽光発電設備、蓄電池等の再生可能エネルギーに係る設備を導入し、エネ

ルギーの地産地消や避難所等の機能強化に係る取組を推進しています。 

また、災害時等に電力不足が想定される避難所等での電力供給ができるよう、公用車

においても、リース契約が満了した際に電気自動車等の次世代自動車を導入する取組を

推進しています。 

 

① 取り組みが進められており、課題解決や前進が期待できる 

 

※参考 

                 2025 年度 

神奈川県議会 第２回定例会 

（かながわ未来 佐藤 けいすけ） 

 

 

 

 

                                     2025 年度 

                                     神奈川県議会 第２回定例会 

（立憲民主党・かながわクラブ 

須田  こうへい） 

・ 現状、要求内容に沿った取り組みが行われている。 

・ 社会情勢の変化を注視しつつ、施策の進捗と効果を把握することが必要。 
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【教育・人権・平和】 

重点 19 学校の働き方改革・DX と計画的採用を進め、外部専門人材配置で 

教育環境を充実 

② 

重点 20 中等・高等教育での家庭負担軽減と給付型奨学金拡充 ② 

重点 21 外国につながる子どもと家族の孤立を防ぎ、教育・生活支援体制を

強化 

① 

重点 22 社会的少数者への差別禁止と救済を含む包括的人権条例制定を推進 ② 

重点 23 米軍基地の整理縮小・情報提供を国に要請し、PFAS 問題への実態

把握と対策を求める 

② 

重点 24 拉致問題の風化防止と早期帰国実現に向け、啓発と県民世論喚起を

強化 

② 

 

１．学校をめぐる課題に対する取り組み 

  学校に働く教職員が本来の業務に集中でき、子どもたちが将来社会を担う存在として尊重

され、育つことができる豊かな教育が保障される学校をめざすための取り組み。 

 

神奈川県（教育局） 

【政令市を除く公立小・中学校について】 

政令市を除く公立小・中学校については、県スクールカウンセラーを全中学校に配置

し（年間 245 時間）、中学校区内の小学校に派遣できる体制を構築しており、そのうち

90 校を週２日配置する重点配置校とするとともに、週４日勤務するスクールカウンセ

ラーアドバイザーを教育事務所と横須賀市教育委員会に配置しています。 

併せて、政令市及び中核市を除く公立小・中学校に対応する県スクールソーシャルワ

ーカーを教育事務所に 50 名配置するとともに、週４日勤務するスクールソーシャルワ

ーカーアドバイザーを教育事務所に４名配置し、学校と関係機関との連携による対応に

努めています。 

スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーを義務標準法の算定の対象

 重点 19 〈補強〉 

〔神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市〕 

子どもたちが安心して学び学校生活を送ることができる環境を構築し、教員が

一人ひとりの子どもと向き合い、子どもたちの学びを十分に保障するため、学校に

おける働き方改革・DX を促進すること。また、４月新学期時点を含め通年で欠員

が生じないよう、計画的な採用による人材確保を確実に行うこと。 

教員が本来業務に専念できるようにするため、スクールカウンセラー、スクール   

ソーシャルワーカー、スクールサポートスタッフ、スクールロイヤー、看護師、ICT

の専門スタッフなどの人的措置を積極的に行うこと。また、中長期を見据えた教育

人材の育成・確保のための施策を実施すること。 
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とすること等について、全国都道府県教育委員会連合会等を通じて国に要望しており、

今後も継続して要望していきます。なお、市町村立学校等を対象に法律相談を行うスク

ールロイヤーについては、教育局に１名配置しています。 

医療的ケアを行う看護師については、義務標準法において国庫負担金の算定の対象と

し、国が責任をもって財政措置を講じるよう全国都道府県教育委員会連合会等を通じて

要望しており、今後も引き続き、要望していきます。 

ＩＣＴの専門スタッフについては、希望する学校すべてにＩＣＴ支援員を配置できる

よう、財政措置の更なる充実や人材確保のための支援を継続して行うよう全国都道府県

教育委員会連合会等を通じて要望しており、引き続き国に対して要望していきます。 

スクール・サポート・スタッフについては、令和７年度においても、国の補助事業を

活用し、政令市を除く市町村立小・中学校等にスクール・サポート・スタッフを全校配

置する措置を講ずることといたしました。今後も引き続き、スクール・サポート・スタ

ッフの配置規模拡充と全校配置について、国に要望していきます。 

【県立高校及び県立中等教育学校について】 

県立高校及び県立中等教育学校について、令和５年度からスクールカウンセラー及び

スクールソーシャルワーカーの配置を大幅に拡充し、すべての学校に週１日配置してい

ます。 

スクールロイヤーについては、平成 22 年度から、教育局内に法曹有資格者であるス

クールロイヤーを 1 名配置し、任期付きの常勤職員として任用しています。 

スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーについて、「公立高等学校の

適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」に基づき、常勤職員として配置できる

よう措置することを、全国都道府県教育委員会連合会等を通じて国に強く要望しており、

今後も継続して要望していきます。 

【教員の採用数等について】 

教員の採用数については、児童・生徒数の増減等に伴う教員定数の推計、退職者・再

任用者の見込数等をもとに、年齢構成の平準化の観点を踏まえて決定することを基本と

しています。今後も、中期的な視点に立って、計画的に必要な教員を確保できるよう努

めていきます。 

教員の育成については、県教育委員会が策定した「神奈川県のめざすべき教職員像の

実現に向けて～校長及び教員の資質向上に関する指標～」を踏まえ、体系的にまとめた

教員研修計画に基づいて研修を実施し、校長及び教員の資質向上を図っていきます。 

 

横浜市（教育委員会事務局） 

全ての子どもたちへのよりよい教育の実現に向けて、教員が専門性等の向上や授業改

善、児童生徒理解や支援等に一層専念できる環境を構築するため、人材配置等による体

制強化、プール清掃等の外部委託等による業務の適正化・改善、家庭と学校の連絡シス

テムの導入等による校務 DX の推進等に取り組んでいます。今後も、学校の声を丁寧に

汲み取りながら、教員が子ども一人ひとりと向き合い、安心して教育活動に取り組める

環境づくりに向けて、働き方改革を着実に推進してまいります。 
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職員室における事務的な業務をサポートする職員室業務アシスタントについては、全

小中義務教育・特別支援学校に配置しています。職員室アシスタントの更なる配置や教

員定数の拡充については、財源の確保などの課題があります。 

教員の確保については、採用試験の受験者数の増加につなげるために、選考方法の改

善を進めるなど、人材確保に向けた取組を実施しています。今年度は、民間企業をはじ

め公務員試験でも幅広く導入されている SPI3 を第一次試験とする春チャレンジ選考試

験の実施や、教職経験者特別選考の要件及び第一次試験を免除する等の試験内容の変更

等を行いました。 

ICT 支援員の派遣については、当面の間維持し、機器の設定、授業支援、教員への研

修、トラブル対応の面で学校を支援していきます。 

学校における教育相談体制の充実を図ることを目的として心理の専門職であるスクー

ルカウンセラー、福祉の専門職であるスクールソーシャルワーカーを配置しています。

教員その他ご提言頂いたような様々な職種の方と共に、チーム学校として、子どもたち

が安心して学校生活を送ることができる環境の構築が図れるよう、取組を進めてまいり

ます。 

 

川崎市（教育委員会事務局） 

現在策定中の「次期教職員の働き方・仕事の進め方改革の方針」に基づく取組を進め

ることで教員の働き方改革・DX の促進に努めてまいります。 

教員の採用に当たりましては、児童生徒数を基準とする学級数の変動や退職者数、６

０歳を超える教員の動向など、様々な不確定要素があり、長期的な視点に立って進める

ことが必要であることから、臨時的任用の制度を活用することも許容しながら、採用者

数を決定していましたが、令和６年度には、年度当初の欠員解消に向けた正規教員の確

保に優先的に取り組む方針を決定しており、まずは年度当初の欠員の解消に向けて人材

確保を計画的に進めてまいります。 

スクールカウンセラーにつきましては、全市立中学校・高等学校に各校１名配置して

おります。学校巡回カウンセラーにつきましては、全市立小学校に加え、令和５年度よ

り市立特別支援学校にも月２回程度の計画派遣を開始しました。これにより全校種で定

期的な相談等が可能となり、子どもたちが安心して学び、学校生活を送ることができる

環境構築のための活動に取り組んでおります。今後につきましても、相談活動の更なる

充実に努めてまいります。 

スクールソーシャルワーカーにつきましては、今年度は 1 名増員し、１３名の相談・

支援体制に拡充することで、これまでの要請派遣に加え学校への巡回派遣を行い、相談

ニーズがある子どもや家庭の支援の充実を図っています。 

令和２年度に教職員事務支援員（スクールサポートスタッフ）又は障害者就業員を全

市立小中学校に配置したところでございますので、引き続き、全小中学校への配置を継

続するとともに、各学校の実情に応じて効果的な配置の在り方等を検討してまいります。 

ＩＣＴの専門スタッフ（ＩＣＴ支援員）につきましては、令和６年度は小学校、中学

校及び特別支援学校に１校当たり年間８回程度配置しており、今後も維持に努めてまい
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ります。 

児童生徒へのきめ細かな学習支援、教育活動支援など、多様な学校のニーズに応じて

子どもたちへの支援に当たるため、「教育活動サポーター」を学校の要請に応じて配置

しているところでございます。今後も、一人一人の学習状況をよりきめ細かく把握する

とともに、状況に応じた適切な支援を行えるよう、引き続き取り組んでまいります。 

教育人材の育成については、川崎市教職員育成指標に基づき、学校全体の教育力の向

上を目指して、教職員の経験年数に応じた必修研修や各種研修を年 230 回実施していま

す。教育人材の確保については、本市の教員を目指す学生等に対して「かわさき教師塾」

を年 12 回実施しています。今後も、これらの事業の更なる充実に努めてまいります。" 

 

相模原市（教育局） 

学校における働き方改革につきましては、「第２期 学校現場における業務改善に向

けた取組方針」に掲げた取組を着実に実行するとともに、令和６年度の「若手職員によ

る学校現場改善プロジェクトチーム」の検討結果なども踏まえ、学校と協働して積極的

に取り組んでまいります。 

学校におけるＤＸにつきましては、学校の情報化推進ガイドラインに基づき、デジタ

ル技術の活用による校務のＤＸ化に係る取組を推進するとともに、更なる業務の効率化

に向けて、取り組んでまいります。 

教員の人材確保につきましては、教員定数の確保に向けて、国と連動した取組を行う

とともに、教職や相模原の魅力を伝える取組の拡充、候補者選考試験の見直しなどを行

い、計画的に正規教員の採用に努めてまいります。また、欠員が生じた場合の対応につ

きましては、引き続き、代替教員や非常勤講師の任用を進めることで、通年で人材確保

に取り組んでまいります。 

青少年教育カウンセラーにつきましては、現在７９名体制で市内全小中学校等に週１

回から２回派遣し、様々な課題を抱える児童生徒やその保護者に対する心理面からの支

援を行っております。 

スクールソーシャルワーカーにつきましては、令和３年度から、一人当たり２中学校

区を２日ずつ担当する拠点校・巡回校型を新たに導入し、本年度は１８名体制で、全中

学校区へ配置する相談・支援体制をとっております。 

今後も、諸課題に対する一層の早期発見と迅速な対応や解決に向け、青少年教育カウ

ンセラー及びスクールソーシャルワーカーの効果的な配置について検討してまいりま

す。 

スクール・サポート・スタッフにつきましては、主に教員の事務補助を担っており、

教員の子どもと向き合う時間の確保や負担軽減にもつながることから、全校配置を目指

し増員に取り組んでまいります。 

スクールロイヤーに関しましては、現在１人を特定任期付職員として教育委員会事務

局で任用しております。学校、保護者等からの相談・意見に対し、法的視点が必要な案

件にスピーディーに対応できるとともに、現場での法的対応を重ねることで、指導主事

や、学校管理職の対応力育成にもつながっております。 
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看護師につきましては、小・中学校１２校１２名の医療的ケア児に対し看護師を配置

しております。本年度より、宿泊を伴う校外学習において派遣看護師を配置し、保護者

の負担軽減につながりました。 

今後も、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」の趣旨を踏まえ、

児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた看護師の適切な配置について検討してま

いります。 

ＩＣＴの専門スタッフにつきましては、本年度は小学校及び義務教育学校に３５回、

中学校に２６回派遣し、授業における児童生徒への支援や、タブレットＰＣを活用した

授業づくり、校務における機器操作補助などを実施しております。 

中長期を見据えた教育人材の育成・確保のための施策につきましては、教職や相模原

の魅力を伝える取組として、大学生を対象とした「さがみはらの学校で学ぼう DAY」や

高校生を対象とした「さがみはらの小学生と遊ぼう」といった学校訪問事業に取り組ん

でおります。また、大学３年生以上を対象とした「さがみ風っ子教師塾」を実施してお

ります。 

 

 

② 取り組みが進められているが、解決・前進に向け更なる努力を求める 

 

 

２．学びを支える環境をめぐる課題に対する取り組み 

  学びを希望するすべての人が、自由に学ぶことができる環境を整える取り組み、および学

校の教育活動を支える学校外の仕組みや活動を充実させる取り組み。 

 

神奈川県（教育局、福祉子どもみらい局） 

高校生等に係る授業料以外の必要な教育費については、生活保護世帯及び住民税非課

税世帯などの生徒を対象に、国の補助金を活用し、高校生等奨学給付金を支給していま

す。子どもたちが、経済的理由で学びを諦めることなく、本人が希望する進路に進める

 重点 20 〈補強〉 

〔神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市〕 

後期中等教育における家庭の負担軽減のため、授業料以外の学用品や通学にか

かる費用に対しての補助制度を創設すること。 

高等教育機関への進学のための自治体独自の給付型奨学金制度および返済支援

制度を創設・拡充すること。あわせて、貧困等を理由とする教育格差を再生産しな

いために、教育に対する国の責任として給付型奨学金および必要な子どもに対す

る伴走型支援の拡充と地方自治体に対する財政支援を国に求めること。 

・ 教員の労働条件の改善およびその取り組みについての発信が必要。 

・ 人材確保に向けた取り組みについて、引きつづき注視が必要。 
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よう、給付金の支給単価の増額と支給対象世帯の拡大を、国に引き続き要望していきます。 

高等教育機関については、令和２年４月に高等教育の修学支援新制度が創設され、一

定の要件（住民税非課税世帯及びそれに準じる世帯）の学生を対象に、授業料及び入学

金の減免と給付型奨学金が合わせて措置されています。県では、これまで、多子世帯へ

の支援の充実や、補助対象となる世帯の拡大、補助額の増額など、制度の拡充を国に要

望してきました。国においても、令和６年度から、新たに多子世帯や理工農系の中間層

（年収 600 万円程度までの世帯）に支援対象が拡大されたほか、令和７年度からは、多

子世帯の学生等に対して所得制限なく授業料・入学金を、国が定めた一定額まで減額・

免除するなど制度の拡充がされ、一定の成果があったと考えています。引き続き、補助

対象となる世帯の拡大や一人当たりの補助額の増額など、さらなる拡充を国に引き続き

要望していきます。 

また、県教育委員会においても、給付型奨学金については、可能な限り多くの人数を

採用するよう、全国都道府県教育長協議会等を通じて、国に引き続き要望していきます。 

 

横浜市（教育委員会事務局） 

授業料以外の学用品や通学にかかる費用に対しての補助制度として、横浜市独自の高

等学校の修学が困難な生徒を対象とした給付型奨学金制度を実施しています。 

大学等の高等教育機関への進学のための支援制度の創設は、現在検討しておりません。

国の高等教育の修学支援制度が拡充されてきていますので、引き続き国の制度改正の動

向を注視していきます。 

 

川崎市（教育委員会事務局、経済労働局） 

 （教育委員会事務局）本市の高校生への独自の支援策としましては、能力があるにも

かかわらず、経済的な理由で修学が困難な方に対し奨学金を支給する「川崎市高等学校

奨学金」制度を設けており、市内在住であれば、市立高等学校以外の高等学校（中等教

育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校（第１学年から第３学年まで

に限る。）及び専修学校の高等課程を含む。）に在籍している方も対象としておりますの

で、引き続き、同制度を適切に運用し、高校生への支援を継続してまいります。  

本市の大学奨学金は、無利子で貸付けを行う制度となっておりますが、国の奨学金制

度との併用が可能なものとなっており、国では、意欲ある学生等が経済的理由により進

学を断念することがないよう、令和２年度から高等教育の修学支援新制度を開始し、授

業料、入学金の免除、減額や、給付型奨学金などの支援が拡充されているところでござ

います。令和 7 年度からは多子世帯の学生等について、所得制限なく大学等の授業料・

入学金を無償とするなど、支援の拡充が図られておりますが、本市といたしましては、

指定都市教育委員会協議会を通じて、国に対象者の拡大等を要望しているところでござ

います。今後も引き続き、社会経済状況や、国及び他の自治体における制度の内容を注

視してまいります。 

（経済労働局）奨学金返還支援制度につきましては、他の自治体においては導入して

いる事例があり、多くは導入自治体の地域特性などを踏まえ、若者の地元定着による人
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材確保を図る取組として、行われているものと認識しております。市内中小企業の人材

確保支援は大変重要と考えておりますことから、若年層を対象とした合同企業説明会や

業界・企業研究会を開催するとともに、就業支援室「キャリアサポートかわさき」にお

いて、求職者や企業ニーズを踏まえた、就職マッチングに取り組んでいるところでござ

います。 

 

相模原市（教育局、こども・若者未来局） 

高校生を対象とした本市独自の援助制度として、経済的理由により高等学校等におけ

る修学が困難な方に対して、授業料以外の学校教育費の補助として返還不要の奨学金を

給付しております。 

高等教育機関への進学のための本市独自の給付型奨学金制度及び貸与型の奨学金に

対する返済支援制度の創設につきましては、国や民間が実施している様々な制度を踏ま

え、必要性を検討いたします。 

また、自治体が地域の実情に応じて実施している給付型奨学金制度に対する財政支援

等に関し、引き続き、国に対して要望してまいります。 

大学生を対象とした本市独自の給付型奨学金制度及び貸与型の奨学金に対する返済

支援制度を創設することや給付型奨学金の拡充を国・神奈川県に求めることにつきまし

ては、国や民間が実施している様々な制度を踏まえ、必要性を検討してまいります。 

 

 

② 取り組みが進められているが、解決・前進に向け更なる努力を求める 

 

 

 

神奈川県（教育局、文化スポーツ観光局） 

外国籍県民等が地域で共にくらす一員として、言葉や習慣の壁などにより不便や疎外

感を感じることなく、地域で活躍できる社会づくりを目指し、県は「多言語支援センタ

 重点 21 〈補強〉 

〔神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市〕 

外国につながる子ども達が県内で増加している。就学前の保育園や幼稚園への

入園、義務教育への就学、高等学校への進学、就労、それぞれの段階で言語や生活

習慣の相違等様々なことに起因する困難が生じ、結果として教育格差・生活格差が

生じている。 

外国につながる子どもとその家族を地域の中で孤立させず、保護者も含めた必

要なサポート体制が取られるよう施策を展開すること。 

・ 国による高等学校無償化施策の影響について注視する。 

・ 家計状況の悪化が子どもの学びの阻害要因とならないよう、経済的支援の継続を求める。 
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ーかながわ」を運営して多言語での相談対応や情報提供を行うとともに、市町村や関係

機関等と連携した日本語教育の総合的な体制づくりを進めています。 

教育関係については、教育委員会作成の「外国につながりのある児童・生徒への指導・

支援の手引き」において、児童・生徒や保護者とのコミュニケーションを図る際の工夫

や抱える困難さに寄り添うために留意すべき点等について言及し、教育現場における進

路指導などで、児童・生徒や保護者と円滑な意思疎通を図れるよう周知徹底を図ってい

ます。「帰国児童・生徒、外国につながりのある児童・生徒教育及び国際教室担当者連絡

協議会」において、県内各校での工夫した取組を共有できる場を設定することや、児童・

生徒およびその保護者への母語支援の一環として、翻訳機の貸し出しや翻訳ソフト・ア

プリ等ＩＣＴの活用についての情報共有を行っています。 

さらに、教育委員会では、本県の公立高等学校の入学者選抜制度として、一般募集の

ほかに、一般募集の志願資格を満たし、原則として、外国籍（難民として認定された者

を含む。）を有する 15 歳以上の者（日本国籍を取得して６年以内の者も同等とする。）

で、入国後の在留期間が通算６年以内の者を対象とした在県外国人等特別募集を実施し

ており、令和８年度入学者選抜では 20 校で募集を行うこととしています。日本語を母

語としない生徒等の志願が想定される県立高等学校に対して、当該高等学校が実施する

県立高等学校入学者選抜に係る説明会等への通訳依頼に対する予算措置を行うととも

に、外国につながる子どもたちに対しては、ＮＰＯ法人と協働して日本語を母語としな

い人たちのための高校進学ガイダンスを開催するなど、引き続き外国につながる子ども

たち等へのサポートを行ってまいります。併せて、高校合格から入学までの間に、日本

語や学校生活等について学ぶ「プレスクール」を開催し、入学前から支援を開始してい

ます。 

 

横浜市（こども青少年局、教育委員会事務局、国際局） 

保育所等に関しては、入所時に必要な書類について外国語翻訳を作成しているほか、

保育所入所時の審査においては国籍に関わらず就労時間等を踏まえて審査を行ってい

ます。 

また、保育所に対して、通訳や翻訳のための機器の導入費用の一部補助を行っていま

す。さらに、外国にルーツを持つ児童の割合に応じて、保育を円滑に行えるよう保育士

を雇用する経費を助成しています。 

義務教育に関しては、本市では、昭和 56 年に日本語教室が設置されるなど、全国に

先駆け日本語指導が必要な児童生徒への支援に取り組んできており、平成 29 年に日本

語支援拠点施設「ひまわり」、令和２年に「鶴見ひまわり」、令和４年に「都筑ひまわ

り」を設置したほか、国際教室担当職員の配置拡充等、支援の充実を図ってまいりまし

た。 

今後も日本語指導が必要な児童生徒は増加していくことが想定されるため、国の方向

性も踏まえ、日本語支援拠点施設による学校ガイダンスや就学前教室等で児童生徒や保

護者へ学校生活の体験や説明を行ったり、初期の集中的な日本語指導を行ったりして支

援体制のさらなる充実を図るとともに、日本語講師、母語支援ボランティア、学校通訳
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ボランティア、外国語補助指導員などの支援員による支援体制の充実を図ってまいりま

す。また、日本語指導が必要な児童生徒が在籍校で活躍していくためには、担当教員に

よる支援が不可欠であることから、担当教員への支援、育成の更なる充実に取り組んで

まいります。 

また、日本語の困難な在住外国人への基本的な行政サービスの提供や、窓口等の円滑

化を目的として、小中高等学校や福祉施設、区役所等へ通訳ボランティアの派遣を実施

しています。また、令和２年８月に開設した「よこはま日本語学習支援センター」では、

市域における地域日本語教育の推進・連携や日本語学習者及び支援者のサポート等を行

っています。市内 NPO 法人や国際交流ラウンジ等とも連携し、外国につながる子どもの

学習支援教室の実施や居場所づくりも行っています。今後も、これらの支援の充実に取

り組んでいきます。 

 

川崎市（教育委員会事務局） 

義務教育への就学につきましては、市立小中学校に就学する外国籍の子どもがいる保

護者に、「外国人保護者用就学ハンドブック」（８言語に対応）を送付するとともに、川

崎市教育委員会ホームページに掲載し、児童生徒のスムーズな就学を促しています。加

えて、就学前の支援のために、外国につながりのある子どもと保護者を対象にしたプレ

スクールを開催しています。 

高等学校への進学につきましては、日本語を母語としない生徒への高等学校説明会の

動画を、やさしい日本語・英語・中国語・フィリピン語で作成するとともに、動画のリ

ンクを各学校に周知し、中学生や保護者が視聴できるようにすることで生徒の進学を支

援しています。 

市立小中学校においては、国籍や滞在年数にかかわらず、日本語指導が必要な全ての

児童生徒に、特別の教育課程を編成・実施し、日本語指導や学校生活への適応支援、教

科学習の補充等を行っています。5 人以上在籍する学校には、国際教室を設置し教員の

加配を行っています。19 人以上在籍している学校には更に加配を行い、指導の充実を図

っています。在籍が 4 人以下の学校には非常勤講師による巡回指導を実施しています。

並行して、学校生活への適応や日本語指導の初期段階を支援するために、対象児童生徒

の母語を話せる日本語指導初期支援員を配置し、保護者との連携サポートも含め、合計

100 時間の支援を行っています。また、教育相談につきましては、学校をはじめ、各区・

教育担当や、教育政策室においても実施しています。今後も一人一人の学習状況等の実

態に応じたきめ細かな支援を継続してまいります。 

保護者も含めたサポート体制につきましては、保護者や児童生徒と学校のコミュニケ

ーション支援のために、学校等に通訳機を配布しています。通訳機では対応困難な児童

生徒の指導や保護者との教育相談等においては、通訳者を派遣しています。今後も、継

続的にきめ細かな指導と支援を行うとともに、安心して学校生活を送ることができるよ

う、外国につながりのある児童生徒への支援に係る取組を推進してまいります。 
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相模原市（こども・若者未来局、教育局、市民局） 

外国につながる就学前の子どもたちの保育園や幼稚園への入園につきましては、各区

の子育て支援センター窓口に保育専門相談員「すくすく保育アテンダント」を配置し、

タブレットを用いた多言語遠隔通訳サービス等を活用しながら、子育て家庭のニーズに

合わせて、幼稚園・保育所などの施設や各種の保育サービスなどが円滑に利用できるよ

う、相談や情報の提供・支援を行っております。 

小中学校等における外国につながる子どもとその家族への支援につきましては、日本

語指導講師や日本語指導等協力者を派遣することによって、在籍校で教員と連携を取り

ながら支援できる体制を構築しております。また、保護者への支援につきましては、個

人面談や保護者説明会等で母語通訳を派遣するなど、保護者と教員の相談活動等を支援

できるようにしております。 

今後も、日本語指導を必要とする児童生徒の増加や教育的ニーズに合わせて対応でき

るように、取り組んでまいります。 

また、さがみはら国際交流ラウンジでは、外国につながる児童、生徒を対象として、

ボランティアによる教科学習の支援や小・中学校入学前相談会等を実施しています。ま

た、来日して間もない外国人市民等を対象とした「生活ガイダンス」による日本の文化

や制度の紹介や外国人無料相談の実施など、継続的なサポートに取り組んでまいります。 

 

① 取り組みが進められており、課題解決や前進が期待できる 

 

 

３．差別やハラスメントのない共生社会をめざす取り組み 

  すべての人がその人らしく、働き、暮らすことのできる社会をめざす取り組み、および現存

する被害を一掃し、被害者の救済につながる確実な仕組みを整える取り組み。 

 

・ 現状、要求内容に沿った取り組みが行われている。 

・ 社会情勢の変化を注視し、課題の掘り起こし・把握は継続する。  

 重点 22 〈継続〉 

〔神奈川県、横浜市〕 

LGBTQ＋などの性的マイノリティや在日外国人（朝鮮半島出身者、クルド人等）、

アイヌ民族、琉球民族、被差別部落民などの社会的少数者に対する差別を禁止し、

差別被害調査や差別被害救済措置などを包含した人権尊重のまちづくりを推進する

ための包括的な条例を制定することを含めた取り組みを進めること。 

 

〔川崎市、相模原市〕 

社会的少数者に対する差別を禁止し、差別被害調査や差別被害救済措置など、人

権尊重のまちづくりを推進する取り組みの具体的内容の公表・共有を進めること。 
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神奈川県（福祉子どもみらい局） 

県では「かながわ人権施策推進指針」に、性的マイノリティ、外国籍県民等、同和問

題などの各分野の施策の方向性を明記し、「人権がすべての人に保障される地域社会」

の実現を目指しています。条例については、どのような内容であれば実効性を担保でき

るのか、国や他の自治体の動向を引き続き注視しながら検討していきます。 

なお、差別被害調査や差別被害救済措置については、人権侵犯事件の調査権限をもつ

地方法務局等の窓口をご案内するとともに、人権に関する普及・啓発活動については、

国や市町村などと連携していきます。 

 

横浜市（市民局） 

ヘイトスピーチ解消法や横浜市人権施策基本指針の趣旨に基づき、国や県、県警察な

どとも連携して、差別のない、一人ひとりの市民が互いに人権を尊重しあい、ともに生

きる社会の実現を目指し、取組を進めていくとともに、市内での状況などにも注視しな

がら、必要な施策を検討してまいります。 

 

川崎市（市民文化局） 

 人権尊重のまちづくりの推進につきまして、本市としては差別や偏見を生まない土壌

をつくるため、教育委員会と連携し、市内の小・中・高校の全児童・学生に「川崎市差

別のない人権尊重のまちづくり条例」に係るリーフレットを毎年配布する他、駅やバス

等の交通機関でのポスター掲出やインターネット等を活用した啓発活動を進めており

ます。 

また、差別被害をはじめとした人権侵害の相談窓口である「かわさき人権相談」につ

きましても、同様に広報を行っており、今後も人権教育の推進や啓発活動を通じて、人

権尊重の理念の普及に取り組んで参ります。 

 

相模原市（市民局） 

令和６年３月に制定した相模原市人権尊重のまちづくり条例では、不当な差別的取扱

いを禁止し、それにもかかわらず不当な差別的取扱いを受けた場合には、救済を図るた

め、申立てに基づき助言、あっせん等を行うことを定めています。このほか、「相模原市

人権施策推進指針」にのっとり人権尊重のまちづくりに関する施策を推進することや、

施策を効果的に推進するため必要な調査及び情報の収集を行うことなどを定めています。 

同条例に基づく施策については、広報さがみはらや市ホームページ、リーフレットな

どを用いて周知に努めており、今後も、機会を捉えて周知に努めてまいります。 

 

② 要求に対し取り組みが進められているが、解決・前進に向け更なる努力を求める 

・ 条例制定されている自治体においては、その実効性を引き続き担保するよう施策の充実

を求める。また、新たに条例を制定する際には、あらゆる差別言動がその対象として、禁

止されるよう罰則規定も含む実効性のある条例となるよう求める。 
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４．安心して暮らし、働き、携わることのできる社会の実現に向けた取り組み 

  生命と安全、民主国家の主権にかかわる問題について、国の外交努力を求めるとともに、居

住する地域での意識喚起・醸成を求める取り組み。 

 

神奈川県（政策局） 

県は、県と基地関係市とで構成する「神奈川県基地関係県市連絡協議会」、米軍基地

が所在する 15 都道府県で構成する「渉外関係主要都道府県知事連絡協議会」を通じて、

米軍基地の整理・縮小・早期返還、基地機能強化・恒久化の回避、日米地位協定の見直

し、基地問題に関する国による地元への丁寧な説明と適切な対応等を国に求めています。 

またＰＦＯＳ等に対しては、これまでの使用状況等を精査すること、汚染が確認され

た場合には地元自治体が求める立入調査等を実現させるようにすること等について、国

に要望しています。引き続き、国に対し、関係自治体と連携して、粘り強く求めていき

ます。 

 

横浜市（都市整備局） 

米軍施設の整理・縮小・早期返還等について、神奈川県基地関係県市連絡協議会の一

員として、引き続き国に要請してまいります。 

 有機フッ素化合物（PFAS）に関し、国からは、日本国内の全ての米海軍施設、本州に

所在する全ての米陸軍施設において PFOS 及び PFOA を含まない泡消火剤に交換作業が

完了し、交換された PFOS 及び PFOA を含む泡消火剤については、日本国内で認可を受け

た処分事業場における焼却処分によって廃棄処分を完了したと聞いております。 

引き続き、広域的な課題として神奈川県や基地関係市と連携し、市民の皆様に不要な

ご心配をおかけしないよう、適切な対応を行ってまいります。 

 

相模原市（市長公室、環境経済局） 

本市では、これまで、連合神奈川相模原地域連合や市議会、市自治会連合会等で構成

される「相模原市米軍基地返還促進等市民協議会(以下「市民協議会」と言います。)と

ともに、基地機能の整理・縮小・早期返還に向けて取り組んでおり、市民生活やまちづ

 重点 23 〈補強〉 

〔神奈川県、横浜市、相模原市〕 

県内米軍基地は 12 施設あり近年その機能が付加強化されてきている。周辺住民の

不安を解消し、安全で快適な生活を送れるよう、日米地位協定の抜本的な見直しは

もとより、基地の整理・縮小・返還、強化されてきた機能の整理縮小、自治体や住

民に対する速やかな情報提供を国に強く要請すること。 

特に近年、県内米軍基地周辺では、河川・流出地下水から国の目標値を超える有

機フッ素化合物（PFAS）の検出が報告されていることから、基地内における実態

把握や緊急対策について引き続きの情報把握や情報提供を求め、必要に応じて県

の立ち入調査を求めること。 
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くりなどのために緊急に必要な部分については、一部返還又は共同使用を国及び米軍に

対して求めております。また、基地近隣住民に不安を与えるような基地機能の強化等を

行わないよう、国及び米軍に対し求めております。 

今後も、基地機能の整理・縮小・早期返還に向けて取り組むとともに、基地機能の強

化等を行わないよう、国及び米軍に対して求めてまいります。また、基地周辺住民の皆

様の不安解消に資するよう、引き続き、適時・適切な情報提供に努めてまいります。 

日米地位協定の見直しにつきましては、本市では、かねてから、神奈川県基地関係県

市連絡協議会の構成自治体である神奈川県及び基地関係市とともに、事件・事故の防止

や環境対策など様々な観点から、条項ごとに改善点を国に示しているほか、市民協議会

とともに見直し・運用改善等を強く求めております。 

今後も、日米地位協定の見直しにつきまして、神奈川県基地関係県市連絡協議会の構

成自治体と連携し、基地周辺住民の不安解消を目指し、安全で快適な生活を送れるよう

市民協議会とともに国及び米軍に求めてまいります。 

また、有機フッ素化合物につきましても、取扱いに関する情報提供等を受けており、

基地内における実態把握や緊急対策について引き続き、情報収集を図ってまいります。 

なお、米国政府は在日米軍施設における全ての旧式水成膜泡消火薬剤の廃棄を完了し、

旧式水成膜泡消火薬剤を、原料として PFOS 及び PFOA を含まない新式組成の水成膜泡消

火薬剤に交換した旨、防衛省から情報提供を受けています。 

 

 

② 取り組みが進められているが、解決・前進に向け更なる努力を求める 

 

 

 

神奈川県（文化スポーツ観光局） 

北朝鮮による拉致問題は、発生から既に 40 年以上の長い年月が経過し、もはや一刻

の猶予も許されない状況です。本県は、「北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会」

の会長県として、拉致問題担当大臣に、直接、要望書を提出するなど、一刻も早い全面

 重点 24 〈補強〉 

〔神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市〕 

国家の主権および国民の生命と安全にかかわる重大な問題である北朝鮮による

日本人拉致問題の風化を防ぎ、一日でも早い帰国を実現するため、国と連携しさら

なる啓発活動に取り組むとともに、「北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会」

の会長県として県民集会を開催するなど、県民・市民への世論喚起の充実に取り組

むこと。 

・ 周辺住民の不安解消をめざし、国への要請とともに自治体としての主体的取り組みを 

求める。 
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解決に向けて、日本政府として主体的に取り組むよう要望を行っています。 

また、解決に向けた啓発の取組については、「めぐみさんと家族の写真展」の開催や、

本県にゆかりのある特定失踪者の方のパネル展示のほか、映画「めぐみ」の上映会を県

内４か所で開催するなど県内市町村とも連携して「オール神奈川」で取り組んでおりま

す。加えて、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」には、県庁本庁舎のブルーライトアップを

行うとともに、市町に協力をいただき、めぐみさんの救出を訴えるタペストリーを県内

７か所に掲出しました。 

今後も、拉致問題を決して風化させないよう引き続き啓発活動に取り組むことで、拉

致問題に対する理解を深め、解決に向けて県民世論を高めていきます。 

 

横浜市（市民局） 

北朝鮮による日本人拉致問題の啓発として、内閣官房拉致問題対策本部事務局が主催

する事業の周知協力のほか、神奈川県や県内拉致被害者家族支援団体との協働による市

民向けの啓発イベントを毎年開催しています。 

引き続き、関係機関と連携しながら、拉致被害者等の一日でも早い帰国の実現に向け

て、市民への啓発に取り組んでいきます。 

 

川崎市（市民文化局） 

 北朝鮮による拉致問題につきましては、５人の拉致被害者の方が帰国してから 20 年

以上が経過しました。この問題を風化させないためにも、より多くの方が関心を持ち、

理解を深めていくことが大変重要であると考えています。横田めぐみさんをはじめとす

る拉致被害者の一日も早い帰国の実現を願うとともに、より多くの市民の皆様方に拉致

問題についての理解を深めていただくため、本市では、国をはじめ、他の自治体や支援

団体と連携し、さまざまな取組を実施しています。 

今後、若い世代に向けた啓発に一層力をいれることで、市民の皆様による支援の輪を広

げていけるよう取り組んでまいります。 

 

相模原市（市民局） 

北朝鮮当局による日本人の拉致問題につきましては、これまで北朝鮮人権侵害問題啓

発週間（毎年１２月１０日～１６日）にあわせた啓発事業や、国や神奈川県、他市と連

携した啓発活動を行ってまいりました。 

今後も、国の動向を踏まえながら、拉致問題への関心と理解を深めるための啓発活動

を進めてまいります。 

 

 

② 取り組みが進められているが、解決・前進に向け更なる努力を求める 

・ 現状、要求内容に沿った取り組みが行われている。 

・ 今後も世論喚起への一層の注力を求める。 
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【行財政】 

重点 25 カスタマーハラスメント対策を政労使で検討し、倫理的消費行動を

促進 

① 

重点 26 公共調達で適正労働条件と価格転嫁を確保するため、公契約条例制定

と検証を推進 

② 

重点 27 主権者教育を充実し、不在者投票の周知で若者の投票参加を促進 ② 

重点 28 期日前投票の柔軟化や移動投票所導入で投票機会を拡大 ② 

 

１．ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）の確保に向けた取り組み 

働く環境を著しく阻害し、生産性を低下させるカスタマーハラスメントを防止し、働く人

を守りながら消費者にも優しい社会をつくる取り組み、また、取引に占める公共調達の位置

と役割を再認識し、コストの価格転嫁に対応する公共調達のあり方を求める取り組み。 

 

神奈川県（産業労働局、くらし安全防災局） 

県では、「カスハラは、してはいけない」というメッセージを神奈川県全体に迅速に

発出するために、国や県、労働団体、事業主団体、事業者支援機関の政労使８団体共同

で「STOP！カスハラ！！かながわ宣言」を発出しました。現在、関係団体と連携し、県

で作成したカスハラ防止ポスターや宣言文を盛り込んだチラシを事業者の方々に活用

していただくなど、普及啓発に取り組んでいます。今後、改正労働施策総合推進法の施

行も予定されていますので、必要に応じて政労使による意見交換を行うなど、国と連携

をしながら、カスハラ対策の取組みを進めていきます。 

また、事業者に対する過剰な要求と思われる苦情や相談が県の消費生活相談窓口に寄

せられた際には、カスタマーハラスメントにつながることのないよう、丁寧かつ適切に

助言をしているほか、ホームページやリーフレットを通じて、倫理的な消費者行動のよ

り一層の浸透に努めています。 

 

横浜市（経済局） 

カスタマーハラスメントについては、引き続き国や県の対応状況を注視しながら、政

労使が集まる神奈川政労使会議や神奈川働き方改革会議等の場において意見交換の機

会を設けるとともに、倫理的な消費者行動の促進に向け、引き続き、消費者市民社会の

 重点 25 〈継続〉 

〔神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、神奈川労働局〕 

消費者による不当な要求、悪質なクレームや暴力などのカスタマーハラスメン

トは、小売り・サービスの現場にとどまらず、輸送・運輸、医療・介護・子育て支

援さらには公務の職場においても増加しており、働く環境を著しく阻害している。 

カスタマーハラスメントへの対応について、政労使での意見交換の機会を確保

するとともに、倫理的な消費者行動を促進するための施策を推進すること。 
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形成を目指した教育・啓発を推進してまいります。 

 

川崎市（経済労働局） 

カスタマーハラスメントにつきましては、労働者の労働意欲を減退させ、能力の有効

な発揮を阻害するなど、就業環境を悪化させるものであるとともに、適正なサービスの

提供に支障を来たすものと認識しております。 

 また、本市において、毎年実施している「労働状況実態調査」において、令和６年度

より調査項目に「カスタマーハラスメントの取組状況」を追加するなど、状況把握に努

めているところです。また、令和 7 年 6 月の法改正に伴い、カスハラ対策が事業主に義

務となる旨を「かわさき労働情報」にて周知・啓発を行ったところでございます。 

 今後につきましても、当調査結果なども踏まえながら、周知啓発などに取り組んでま

いりたいと存じます。 

 

相模原市（環境経済局、市民局） 

カスタマーハラスメントにつきましては、東京都や群馬県などがカスタマーハラスメ

ント防止条例を制定し、国においては、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用

の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、施行

に向け議論されていると承知しております。 

また、神奈川県においても、政労使８団体共同で「STOP！カスハラ‼かながわ宣言」を

行うなど、カスタマーハラスメント防止に向け取り組んでいることから、国・神奈川県

の動向を注視してまいります。 

倫理的な消費者行動を促進するための施策につきましては、課題の整理に努め、適切

に対応したいと考えております。 

 

神奈川労働局 

カスタマーハラスメントについては、労働施策総合推進法の指針において、事業主の

望ましい取組として示されているため、職場におけるハラスメント対策に関する周知や

行政指導を行う際に、併せて周知を行っているところです。また、令和８年度に施行さ

れる改正労働施策総合推進法においてカスタマーハラスメント対策が義務化されるこ

とから、今後、周知・啓発に取り組んでまいります。 

なお、消費者教育に関しては、令和 6 年 12 月 26 日付け建議において、「カスタマー

ハラスメントの防止に向けて、国は、消費者教育施策と連携を図りつつ、カスタマーハ

ラスメントを行ってはならないことについて周知・啓発を行うことが適当である。」と

明記されており、この点を踏まえて今後の施策について検討されるものと考えられるこ

とから、動向を見守っていただきたい。 
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① 取り組みが進められており、課題解決や前進が期待できる 

 

 

 

神奈川県（会計局、県土整備局、産業労働局） 

令和６年５月の「公契約に関する協議会」からの報告書では、労働報酬下限額を規定

する賃金条項のある公契約条例により賃金を下支えする状況にはないとの結論であり、

賃金条項がない公契約の理念などを規定した理念条例についても、条例化の必要性につ

いては意見が分かれました。 

なお、今後、県が公契約のあり方を検討するにあたり、「入札・契約制度の見直し」や

「一般業務委託の積算等のルール化」、「賃金実態調査の継続」が課題として指摘されま

した。そこで、県は、この３つの課題への取組を引き続き進めていきます。 

 

 

 

 重点 26 〈補強〉 

〔神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市〕 

公共調達における公正労働の確保は、地域で働く者の適正な労働条件の確保な

どディーセント・ワークの実現を促すとともに、その大部分を受注する地元の中小

企業における適正な価格転嫁のための環境整備を促進するために重要な取り組み

である。 

公共調達における予定価格の積算に、適正な人件費および材料費価格が反映さ

れるためにも公契約(公共調達)の管理運営における審議会等、第三者の目による

評価検証制度を含む公契約条例の制定に向け取り組むこと。すでに条例が施行され

ている自治体においては、その効果を検証し公表すること。 

 

〔神奈川労働局〕 

公共調達における公正労働の確保は、地域で働く者の適正な労働条件の確保な

どディーセント・ワークの実現を促すとともに、その大部分を受注する地元の中小

企業における適正な価格転嫁のための環境整備を促進するために重要な取り組み

である。 

公共調達における予定価格の積算に、適正な人件費および材料費価格が反映さ

れるためにも公契約(公共調達)の管理運営における審議会等、第三者の目による

評価検証 制度を含む公契約条例の制定を自治体に働きかけること。 

・ 現状、要求内容に沿った取り組みが行われている。 

・ 改正労働施策総合推進法の施行により事業主の対応が義務化されることを踏まえ、県・

政令市・労働局が役割分担し、実効性ある周知・支援策を整理することを求める。 
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横浜市（財政局） 

労働者の皆様の労働条件を守ることは大変重要であると考えています。本市発注にお

いては、最新の公共工事設計労務単価等を反映した、適切な予定価格を設定しています。

また、設計労務単価の改定に伴う特例措置の実施、スライド条項の適用により契約後に

も価格の見直しをしています。更に、過度な低価格競争を防止する対策を実施しており、

令和４年９月に工事の最低制限価格等の引上げを行い、委託については令和５年度契約

から最低制限価格の引上げを行うとともに、令和７年度契約からは対象範囲を拡大しま

した。 

引き続き、関係団体の皆様のご意見を伺うとともに、昨年度、国が適正な労務費等の

確保と行き渡りも目的として担い手３法を改正していますので、その動向も注視しつつ、

他都市の公契約条例をはじめとする様々な取組を参考にしながら、労働条件を守るため

の環境整備に取り組みます。 

 

川崎市（財政局） 

本市におきましては、「川崎市契約条例」及び「川崎市中小企業活性化のための成長

戦略に関する条例」において、市内中小企業者への受注機会の増大を図ることを方針と

して明記し、市内業者の育成及び市内経済の活性化を図るため、市内中小企業への優先

発注することを原則としております。引き続きこの方針を継続して市内中小企業者の受

注機会を確保するとともに、可能な限り分離分割発注を行うことにより、市内中小企業

の地域貢献を斟酌するよう努めてまいります。 

 また、公契約制度の運用状況を確認することにより、公共事業の品質の確保及び契約

に携わる労働者の労働環境整備に一定程度寄与できたものと考えております。 

 今後につきましても、他都市の公契約制度の運用方法についての調査・研究を踏まえ、

作業報酬審議会の意見を聴きながら、公共事業の品質の確保や労働者の労働環境整備に

努めてまいります。 

 

相模原市（財政局） 

本市においては、公契約条例対象の案件について、労働者に対する報酬支払額を記載

した労働状況台帳の提出を受注者に義務付けるとともに、現場視察を行い、事業者と労

働者、双方に聞き取り調査をするなど、労働環境の把握に努めております。 

また、相模原市労働報酬等審議会からの意見や関係団体等の要望を伺う中で、条例の

実効性の確保に向けて取り組んでおり、相模原市労働報酬等審議会の開催後、会議録に

ついては、市ホームページへの掲載や行政資料コーナーでの配架を行っております。 

 

神奈川労働局 

公共調達における人件費の十分な反映については、労働局だけでは対応できるもので

はないので、厚生労働本省に上申させていただきます。 

なお、労働局及び各署においては、公共工事発注機関連絡会議、建設工事関係者連絡

会議を開催し、適正工期の重視及び安全経費の確保に関し周知を図っております。 
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また、工事責任者会議においては管内の新規に把握した建設工事の現場代理人等現場

責任者を集め、「安全な建設工事のために適切な安全衛生経費の確保が必要です」のリ

ーフレット等を活用し、周知・指導に努めてまいります。 

 

 

② 取り組みが進められているが、解決・前進に向け更なる努力を求める 

 

 

２．市民・県民に開かれた議会、投票率向上を求める取り組み 

若者の投票率向上に向けた啓発を求める取り組み、有権者の投票意欲を喚起する仕組みづく

りに向けた取り組み。 

 

神奈川県（教育局、選挙管理委員会） 

県教育委員会では、全ての県立高校で、シチズンシップ教育に取り組んでおり、生徒

が政治や選挙について、体験的に学んでいます。例えば、参議院議員通常選挙の際に、

全ての県立高校と中等教育学校で模擬投票を実施しており、事前・事後の学習と合わせ

て、政治や選挙について学んでいます。現在、若年層の投票率は、他の年代と比べて低

く、今後、投票行動につなげていくためには、高校生が社会課題を自分事として捉えら

れるよう、指導の工夫が必要です。  

そこで、令和６年７月に「神奈川県教育委員会と神奈川県選挙管理委員会との協力連

携に関する協定」を締結し、県選挙管理委員会との連携を強化することで、選挙に関す

る出前講座を行う機会を増やすなど、一層の意識啓発を図ります。こうした取組を通じ

て、主権者として自ら考え、自ら判断していく力を醸成するため、今後も県立高校等に

おける主権者教育を進めていきます。  

また、不在者投票については、毎年度、県内の大学や高校等に対して総務省が作成し

 重点 27 〈補強〉 

〔神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市〕 

若者の政治意識の醸成に向け、学校教育における主権者教育を充実すること。 

また、大学生は住民票を移さずに、投票権のある地域から首都圏（神奈川県）に

来ている場合も多いことが考えられるため、不在者投票について広く啓発・周知す

ること。 

・ 建設業を中心に新・担い手３法の施行時期およびその影響を注視しつつ、適正な労働環

境の確保および人件費への転嫁反映が進むよう周知・指導が行われることを求める。 

・ 公契約条例の適用範囲の拡大に向け、事業者・行政担当者の事務負担軽減に向けた取

り組みも求め、より実効性のある条例とする取り組みが必要。あわせて、引き続き「労働

条項（賃金条項）」が盛り込まれた公契約条例の制定に向けた機運醸成が必要。 

・ 公契約条例の理念を、条例が対象としない公共調達にも浸透させることが必要。 
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たチラシを配布するとともに、高校等で行う出前事業を活用して啓発・周知に努めてい

ます。 

 

横浜市（教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局） 

本市では、児童・生徒の政治的教養を育み、主権者として政治参加の促進に貢献する

ことを目的として、教育委員会と選挙管理委員会が協定を結び、相互に連携・協力して、

主権者教育に取り組んでいます。引き続き、若者の政治参加への関心と意識を高められ

るよう、主権者教育の充実に取り組んでまいります。 

 転居に伴う住民票の異動については、イベントや各大学を通じたチラシ配布等により、

周知啓発に取り組んでおります。また、選挙時においては不在者投票を活用できること

を、引き続き、広く啓発・周知していきます。 

 

川崎市（選挙管理委員会） 

本市といたしましても、若者の政治意識の醸成は、重要な課題であると考えていると

ころです。 

 このため、中長期的な視点に立ち、選挙権年齢に達する前の世代を対象に、市内の小・

中学校や高等学校などと連携し、年代に応じた「選挙出前講座」を令和６年度は延べ 28

校、約 2,700 名の児童・生徒を対象に実施するとともに、実際の選挙器材を使った「生

徒会役員選挙協力事業」を、中学校を中心に 55 校で行う等、政治や選挙への関心を高

める取組を継続して行っております。 

今後につきましても、学校教育機関や関係する機関との連携を密にしつつ、若者の政

治意識の醸成に向けた取組を一層推進してまいります。 

 また、不在者投票については、常設の市ホームページや、選挙時おける市広報紙など

での周知など、引き続き制度周知を行ってまいります。 

 

相模原市（教育局、行政委員会事務局） 

若者の政治意識の醸成に向け、学校教育における主権者教育の充実につきましては、

教科等において、社会科や家庭科、特別活動等、教科横断的な視点で育成することがで

きるよう、実施しております。また、教育センターにおいて、「主権者に求められる力の

育成」として、市内教員が中心となって、研究を進めております。 

不在者投票につきましては、高校及び大学において実施する出前授業講座や大学の学

園祭で実施する啓発活動の中で周知用リーフレット等を活用し、広く啓発・周知してま

いります。 

 

 

② 取り組みが進められているが、解決・前進に向け更なる努力を求める 

・ 若年層に対する政治や投票への意識喚起、および社会への民主的意見反映機会として

の選挙の仕組みについての理解を深める取り組みについて更なる実施を求める。 
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横浜市（選挙管理委員会事務局） 

令和７年執行の参議院議員選挙及び市長選挙では、新たに港北区及び都筑区で、駅直

結の区民文化センターや大型ショッピングセンターに期日前投票所を設置しました。期

日前投票所については、引き続き、駅前の施設や商業施設等、より利便性の高い場所へ

設置するよう努めてまいります。 

移動式の期日前投票所について、地方で導入されている例もありますが、投票所が廃

止され、投票所まで行くことが非常に困難である地域での代替手段として主に導入され

ており、本市ではそのような状況にはないと認識しています。 

 

川崎市（選挙管理委員会） 

 誰もが行きやすい投票所の拡大は、選挙人の投票機会の確保に向けて重要な取組であ

ると認識しておりますので、今後も他都市の事例などを参考としながら検討を行ってま

いります。 

 

相模原市（行政委員会事務局） 

投票機会の更なる充実を目的として、これまでの会場に加え７月の参議院議員通常選

挙においては、大型商業施設への期日前投票所の設置や、駅前商業施設での開設期間の

延長などに取り組んでおります。 

また、移動投票所については、障害の程度や要介護度、郵便投票の可否など、対象と

する条件に加え、移動支援や投票所の配置のあり方を合わせて研究する必要があると考

えており、これを実施していくことになった際には、対応に要する人員や予算の確保を

進めます。 

 

 

② 取り組みが進められているが、解決・前進に向け更なる努力を求める 

 

 

  

 重点 28 〈補強〉 

〔横浜市、川崎市、相模原市〕 

投票機会の確保をはかるため、期日前投票時間の弾力的な運用等「行きやすい投票

所」の拡大に取り組むこと。また、交通不便地に対しては移動投票所の運用を検討

すること。あわせて、そのための予算と人員の確保を行うこと。 

・ 投票率向上に向けた「行きやすい投票所」のあり方について、具体的な施策展開を求める。 

・ 共通投票所の設置、運営に関する課題の整理と解決への道筋が公表され、共有される

ことが必要。 
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【共通】ジェンダー平等 

重点 29 ジェンダー平等を推進し、賃金格差の把握と SOGI 配慮統計で差別

是正をはかる 

② 

重点 30 あらゆるハラスメントを排除し、仕事と育児・介護の両立支援と制

度慣行の見直しを推進 

② 

重点 31 パートナーシップ制度の県内・広域連携を進め、ファミリーシップ

制度確立を検討 

② 

 

１．ジェンダー平等で多様性を認め合う社会の実現を求める取り組み 

社会が内包するジェンダー不平等について、様々な角度からの是正を求める取り組み。 

あわせて、基本的法改正を働きかける取り組み。 

 

神奈川県（福祉子どもみらい局、産業労働局） 

県では、ジェンダー平等社会の実現に向け、かながわ男女共同参画推進プラン（第５

次）の浸透のために、プランの進捗状況を年次報告書として取りまとめ、25 から 44 歳

の女性の就業率や企業における男性と女性の所定内給与額の格差等の指標の現状数値

 重点 29 〈補強〉 

〔神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市〕 

ジェンダー平等社会の実現に向け、「かながわ男女共同参画推進プラン（第５

次）」の浸透をはかるとともに、女性活躍推進法の改正に伴い公表が義務付けられ

た男女の賃金格差等について、公表される情報を把握し、雇用の全ステージにおけ

る直接・間接差別を排すること。 

また、その基礎資料とするため、様々な統計情報について SOGI に配慮したジェ

ンダー情報とのクロス集計を可能とし、ジェンダーによる差異や不平等状況の把握に

活用ができるよう必要な修正を行うこと。 

 

※横浜市：第５次横浜市男女共同参画行動計画 

 川崎市：第５期川崎市男女平等推進行動計画～かわさき☆かがやきプラン～ 

 相模原市：第３次さがみはら男女共同参画プラン 

 

〔神奈川労働局〕 

女性活躍推進法の改正に伴い公表が義務付けられた男女の賃金格差等につい

て、公表される情報を把握し、雇用の全ステージにおける直接・間接差別を排する

こと。 

また、その基礎資料とするため、様々な統計情報について SOGI に配慮したジェ

ンダー情報とのクロス集計を可能とし、ジェンダーによる差異や不平等状況の把握に

活用ができるよう必要な修正を行うこと。 
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など、男女共同参画の推進に係る状況を県ホームページで公表し、県民の皆様に広くお

知らせしています。 

また、県では、男女共同参画推進プランの施策の基本方向に、ジェンダー主流化と、

男女別のデータを把握するジェンダー統計の促進を掲げています。ジェンダー主流化の

実現に向けては、あらゆる政策の分野で、施策や事業を企画・立案していくにあたり、

男女の置かれている状況を客観的に把握することが必要です。 

こうした、ジェンダー統計は、ジェンダーを意識した新しい施策の検討につながる重

要なツールであることを、県の全ての所属の主任者が参加する研修において周知してい

ます。 

さらに、性別の取扱いとして、「性別」欄に男女以外の選択肢を設けたり、選択式では

なく記入式にするなど、性的マイノリティの方への配慮を行いながらデータを把握する

ことについても、あらためて周知をしていきます。 

 

横浜市（政策経営局） 

第５次横浜市男女共同参画行動計画の浸透に向けて、引き続き市内経済団体によって

構成される横浜市女性活躍推進協議会など、多様な主体と協働しながら施策を推進して

いきます。 

男女の賃金格差等の情報を把握するとともに、市内事業所を対象として実施している

「男女共同参画に関する事業所調査」の結果も踏まえ、引き続き市内企業等への周知・

啓発を行います。 

また、主な統計である国勢調査、就業構造基本調査、横浜市が実施している市民意識

調査や男女共同参画に関する調査においては男女別のデータを把握し、分析しています。

他の分野の調査においても、多様な性に配慮しつつ、男女別のデータの把握が可能かど

うかについて、研究してまいります。 

 

川崎市（市民文化局、総務企画局） 

（市民文化局）川崎市では「男女平等かわさき条例」に基づき策定しました「第５期

川崎市男女平等推進行動計画」において、SDGs における目標のうちの「目標５ジェンダ

ー平等」と方向性を共有した計画として位置付け、雇用の全ステージにおける直接・間

接差別を排することを含め、総合的かつ計画的な男女平等施策を推進してまいります。 

 （総務企画局）本市が国から調査事務を受託している政府統計（国勢調査、就業構造

基本調査など）は、実施から集計結果の公表まで、全国統一で国が企画立案するため、

性別の取扱いについては、国の判断によります。また、本市が公表する政府統計の結果

は、国が公表した集計結果から本市分を抽出し、取りまとめを行うものです。そのため、

性別の取扱いについては、国による調査設計及び集計基準によります。 
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相模原市（市民局、環境経済局） 

男女の賃金格差等につきましては、国の調査等を参考に実態の把握に努めてまいりま

す。 

また、雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保の促進を図るため、男女共

同参画に関する市民意識・事業所調査等により実態把握に努め、男女が共に働きやすい

環境づくりに取り組んでまいります。 

本市では、統計の目的等により性別欄を設ける場合は、自由記載や、女性・男性のほ

かに「回答しない」、「その他」欄を設けるなどの配慮を行うこととしながら、実態の把

握等に努めております。今後も、客観的な実態の把握等に努め、男女共同参画社会の実

現に向けた取組を進めてまいります。 

 

神奈川労働局 

女性活躍推進法の義務企業に対する報告徴収など、企業に接する機会を捉えて、男女

の賃金の差異の把握及び公表について促すとともに、男女の賃金の差異の要因を分析し、

それを踏まえて、一層の女性活躍推進の取組や雇用管理改善につなげるよう、助言を行

っています。引き続き、県内企業における女性の活躍推進の取組が進むよう対応してま

いります。 

なお、統計情報については、労働局雇用環境・均等部が参照するものの多くは性別に

より区分していると考えますが、そのようなご意見があったことを厚生労働省本省に伝

えます。 

 

 

② 取り組みが進められているが、解決・前進に向け更なる努力を求める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 男女間賃金格差が生じる要因等にも着目をしながら、課題の把握を継続する。 

・ 様々な様式や統計において、不必要な性別記入欄は廃すると同時に、社会的課題の把

握や解決のために必要とされる場合には、ジェンダーに配慮した情報収集が適切に行え

るよう、その目的の明示方法や情報収集のあり方について、広く社会的な合意と浸透が

進むことが必要。 
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神奈川県（福祉子どもみらい局、産業労働局） 

県では、労働者や企業からの相談に対応するとともに、職場のハラスメントに関する

セミナー等を実施するほか、仕事と育児の両立、男性の育児休業取得促進、仕事と不妊

治療等の両立に取り組む県内中小企業に奨励金を交付する事業を実施しており、ワー

ク・ライフ・バランスの実現に向けて、職場環境の整備促進に取り組んでいきます。 

かながわ男女共同参画推進プラン（第５次）では、あらゆる分野における男女共同参

画、職業生活の充実とワーク・ライフ・バランスを重点目標としています。県では、神

奈川県男女共同参画審議会によるプランの進捗状況に関する評価を公表するとともに、

施策にフィードバックし、プランに位置付けられた目標の達成に向けて着実に事業を遂

行していきます。 

仕事と子育ての両立が可能な雇用環境の整備促進に向けて、神奈川県こども目線の施

策推進条例第 29 条に基づき、育児・介護休業法に関する内容を社内制度として規定し

ている等の要件を満たす事業者を「かながわ子育て応援団」として認証し、公表してい

ます。 

 

横浜市（政策経営局、経済局） 

本市では、働く人の基礎知識を掲載した「ワーキングガイド」を作成し、ハラスメン

トや仕事と育児・介護等の両立などに関する内容を含む労働法制等の周知・啓発を行っ

ています。「ワーキングガイド」は、できるだけ多くの市民の皆様にご活用いただける

よう、市ホームページに掲載するとともに、二次元コードを記載したＰＲカードを配布

し、周知を図っています。 

また、横浜市技能文化会館内に「働く人の相談室」を開設し、ハラスメントや仕事と

育児・介護等の両立などに関する相談を含む労働相談・法律相談等に対応しています。 

 「働く人の相談室」では、法律や労働実務の問題をテーマにした「労働実務セミナー」

も定期的に開催しており、ハラスメントや育児・介護休業法の改正等についても取り上

げてきています。 

 重点 30 〈継続〉 

〔神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、神奈川労働局〕 

パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントはもちろん、就職活動時や選挙

運動時も含むあらゆるハラスメントを排し、すべての人がその能力において希望す

る働き方と働き続けることを選択することが可能となる社会の実現に向けた施策

を展開すること。 

あわせて、就労の継続を希望するすべての人が仕事と育児や介護等の両立を実

現するために、企業における両立支援制度等の充実、働き方の見直しを含めたワー

ク・ライフ・バランスの取り組みの促進・支援など、施策の拡充をはかること。 

また、これらの根底に残存し、直接・間接差別の要因となる社会制度・慣行の見

直しを推進すること。 
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さらに、あらゆるハラスメントの防止を推進するとともに、引き続き「よこはまグッ

ドバランス企業」認定やセミナー等を通じて、市内企業等における働きやすい職場づく

りを進めます。 

 また、市民がジェンダーについて考える機会を創出するなど、アンコンシャス・バイ

アスや固定的な性別役割分担意識の解消に向けて取り組みます。 

 

川崎市（経済労働局） 

本市においては、育児や介護と仕事の両立支援や有給休暇の取得率向上などに意欲的

に取り組む企業に対して、必要に応じて、社会保険労務士などの専門アドバイザーを派

遣し、課題解決に向けた助言などを行うとともに、ホームページや「かわさき労働情報」

等によりワーク・ライフ・バランス推進に関する啓発や助成制度の広報などを行ってい

るところです。また、国におきましては、従業員の職業生活と家庭生活の両立を支援す

るための中小企業両立支援助成金制度を制定するなど、それぞれの役割の中でワーク・

ライフ・バランスの推進に向けた環境整備に努めております。 

 

相模原市（環境経済局） 

ハラスメントの相談につきましては、中央区役所市民相談室において、かながわ労働

センター県央支所の職員による労働相談を実施しているほか、国が実施するハラスメン

ト悩み相談室を周知しております。また、パワー・ハラスメント防止については、令和

４年４月から改正労働施策総合推進法が全面施行され、全ての企業においてパワー・ハ

ラスメント防止策を講じることが義務化されたことから、かながわ労働センター県央支

所と連携し、企業の人事・労務担当者を対象に、パワー・ハラスメント防止に向けた労

務管理セミナーを実施しております。 

なお、平成１９年度から、働きながら安心して育児や介護ができる地域社会を目指し、

仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組み、その成果をあげている市内に本社または主

たる事業所を置く企業者を表彰しております。 

ハラスメントの根絶に向けて、労働者が安心して働ける職場環境の充実が図られるよ

う、引き続き、関係機関と連携して取組を進めてまいります。 

 

神奈川労働局 

労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法においてハラスメント

対策を講じることが事業主の義務とされており、法に沿った規定整備や雇用管理が行わ

れるよう行政指導を実施しています。また、労働者から権利侵害に関する相談が寄せら

れた場合には、企業に対する行政指導や紛争解決援助制度により法の履行確保や紛争解

決を図っています。 

なお、就職活動時のセクシュアルハラスメントについては、令和８年度に施行される

改正男女雇用機会均等法において、求職者に対するセクシュアルハラスメント対策が義

務化されることから、今後、周知・啓発に取り組むとともに、法施行後は、法に沿った

雇用管理が行われるよう行政指導を行います。 
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改正育児・介護休業法では、両立支援制度の拡充や仕事と育児・介護を両立しやすい

職場環境整備を推進する内容となっており、改正次世代法では、現行法よりも一歩踏み

込んで企業に取組を求める内容となっています。県内企業において、これら改正法に沿

った雇用管理が行われ、男女ともに就業継続しやすい職場環境整備が進むよう、引き続

き、法の周知・啓発に取り組むとともに、法に沿った規定整備や雇用管理が行われるよ

う行政指導を行います。 

 

 

② 取り組みが進められているが、解決・前進に向け更なる努力を求める 

 

 

 

神奈川県（福祉子どもみらい局） 

パートナーシップ制度については、県では引き続き、率先して、市町村間の連携が充

実していくよう、連携の仕組みを市町村と調整するなど、取組を進めていきます。また

本県では、婚姻届の受理をはじめ、住民登録や戸籍の事務を取扱う市町村において行わ

れることがふさわしいと考えており、現時点で県としての制度導入に向けた検討は考え

ていませんが、県内市町村でパートナーシップを宣誓した方が利用できる県の行政サー

ビスの拡充に取り組んでいきます。 

 重点 31 〈継続〉 

〔神奈川県〕 

県内すべての市町村でパートナーシップ制度が導入されたが、市町村ごとに制

度の相違があり連携に課題が残っている。すべての希望する人が権利行使できる

よう、県が率先して連携に向けた取り組みを進めるとともに、都道府県間連携に向

け県としての制度導入を検討すること。さらに、ファミリーシップ制度の確立に向け

た取り組みを進めること。 

 

〔横浜市、川崎市、相模原市〕 

県内すべての市町村でパートナーシップ制度が導入されたが、市町村ごとに制

度の相違があり連携に課題が残っている。すべての希望する人が権利行使できるよ

う、連携に向けた取り組みを進めるとともに、ファミリーシップ制度の確立に向けた

取り組みを進めること。 

・ 社会情勢の変化を注視しつつ、施策の進捗と効果を把握することが必要。 

・ ハラスメント対策については、引き続きの啓発周知および対応人材の育成強化が必要。 

・ 男性の育児休暇取得をはじめとする両立支援策については、その充実が女性のキャリア

形成支援の視点からも重要であること、誰もが働きやすい環境情勢に寄与していること

についての理解促進が必要。 
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なお、ファミリーシップ制度については、引き続き、国や他の自治体の動向を注視し

ていきます。 

 

横浜市（市民局） 

令和２年度から他自治体と連携協定を締結していますが、対象者や宣誓の要件の違い

を精査したうえで、引き続き、連携の拡大について検討していきます。 

ファミリーシップ制度の確立については、当事者の声や法改正等の動向も踏まえなが

ら、検討を進めていきます。 

 

川崎市（市民文化局） 

都市間連携については、パートナーシップ宣誓制度を利用している性的マイノリティ

当事者が、両自治体間で住所の異動をする場合の同制度に係る手続が簡素化され、当事

者の負担軽減につながりますが、自治体ごとに宣誓することができる方の要件が異なっ

ているなどの課題があり、引き続き検討していく必要があると考えております。 

また、ファミリーシップ制度についてですが、パートナーシップの宣誓をするカップ

ルには子どもを含む家族の存在が想定され、同制度に対する一定のニーズがあるものと

考えておりますので、ファミリーの定義など幾つかの課題がありますが、今後も引き続

き国や県内他都市等の動向を注視しながら調査研究を進めていく必要があるものと考

えております。 

 

相模原市（市民局） 

本市では、令和２年４月からパートナーシップ宣誓制度を運用しています。パートナ

ーシップ制度導入自治体との他自治体との連携については、川崎市、横浜市、座間市と

の連携のほか、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークへの加入により、全国

の２５０を超える自治体と連携をしております。引き続き、自治体間の制度の相違等を

踏まえつつ、連携による転居時の手続きの負担軽減に努め、性的少数者の生きづらさの

解消に取り組んでまいります。制度の拡充については、他自治体における影響や効果等

について、調査、研究してまいります。 

 

 

② 取り組みが進められているが、解決・前進に向け更なる努力を求める 

 

 

 

 

・ 現状、要求内容に沿った取り組みが行われている。 

・ ファミリーシップについては、世田谷区・豊島区など制度化されている地域の制度も参考

に取り組みの前進を求める。 
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